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  都市整備部長 吉田和生  同部次長 土井正治   

都市計画課長 江草敏浩  同課参事 小寺健二郎     
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同部参事兼下水道業務課長 野村眞二   

道路交通課長 永田 享  下水道事業課長 樫本宏充   

水道部長 渡辺勝彦  

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 橋 本 英 樹 同局書記 川 原  恵 

 

１．審査案件（審査順） 

議案第 １号 平成２８年度摂津市一般会計予算所管分 

議案第 ９号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分 

議案第 ５号 平成２８年度摂津市公共下水道事業特別会計予算 

議案第１２号 平成２７年度摂津市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

議案第 ２号 平成２８年度摂津市水道事業会計予算 

議案第１０号 平成２７年度摂津市水道事業会計補正予算（第２号） 
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議案第２９号 一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市水道企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例制定の件

所管分 
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（午前９時５７分 開会） 

○野原修委員長 ただいまから、建設常任

委員会を開会します。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 年度末、何かとお忙しいところ本日は建

設常任委員会をお持ちいただきまして大

変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査を賜るわ

けでございますが、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願い

いたします。一旦、退席をさせていただき

ます。 

○野原修委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は藤浦委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しています案のとおり行うことに異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○野原修委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前９時５８分 休憩） 

（午前９時５９分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 議案第１号所管分及び議案第９号所管

分の審査を行います。補足説明を求めま

す。 

 山口土木下水道部長。 

○山口土木下水道部長 おはようござい

ます。 

 それでは、議案第１号、平成２８年度摂

津市一般会計予算のうち、土木下水道部に

かかわる部分につきまして、目を追ってそ

の主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。 

 まず、歳入でございますが、３０ページ

をお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、 

目４農林水産業使用料では、節１水路使用

料は、大阪ガス株式会社などの法定外水路

占用料でございます。 

 目５土木使用料では、節１道路使用料は

関西電力株式会社などの道路占用料でご

ざいます。 

 節４駐車場使用料は、自動車及び自転車

駐車場の使用料と駐車場用地使用料でご

ざいます。 

 ３２ページ、項２手数料、目１総務手数

料では、節１総務手数料のうち、下から４

行目の諸証明手数料は道路幅員証明手数

料でございます。 

 目２衛生手数料では、節５し尿処理手数

料は、し尿処理及び浄化槽汚泥の処分に係

る手数料でございます。 

 目３農林水産業手数料では、節２明示手

数料は水路敷地境界明示手数料でござい

ます。 

 ３４ページ、目４土木手数料では、節１

明示手数料のうち、上から１行目の道路敷

地境界等明示手数料と、３行目の自転車・

自動車駐車場明示手数料、４行目の道路敷

地謄本交付手数料でございます。 

 ３８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金では、 節

１地籍調査費補助金は都市再生地籍調査

委託補助金、節２道路橋りょう費補助金は

橋りょう耐震補強、道路舗装、橋りょう修

繕及び橋りょう点検に係る社会資本整備

総合交付金でございます。 

 ４６ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目３衛生費府補助金では、節２権限

移譲交付金のうち、２行目の環境センター
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分は浄化槽の設置に関する届出受理など

の事務の権限移譲に伴います交付金でご

ざいます。 

 目６土木費府補助金では、節２地籍調査

費補助金は、都市再生地籍調査委託補助金

でございます。 

 ４８ページ、項３委託金、目２土木費委

託金、節１土木管理費委託金では、河川環

境整備工事委託金及び自転車等移動保管

業務委託金でございます。 

 款１６財産収入、項１財産運用収入、目

１財産貸付収入では、節１土地建物貸付収

入のうち、上から２行目、道路交通課分は

摂津交通安全自動車協会への土地貸付収

入でございます。 

 ５６ページ、款１９諸収入、項４、目２

雑入では、節１雑収入のうち、下から４行

目の水みどり課分、５８ページ、上から１

行目の道路管理課分から、７行目の道路交

通課分にかけて、電力売却収入、有線音楽

放送施設に係る道路及び水路の占用料相

当額支払金、自転車等移動保管料、自転車

等鉄屑処分金、放置自転車対策協力金でご

ざいます。 

 続きまして、歳出につきまして、ご説明

申し上げます。 

 １３０ページをお開き願います。 

 款４衛生費、項２清掃費、目１清掃総務

費では、節９旅費は、し尿処理事務などに

係る普通旅費でございます。 

 １３４ページ、目３し尿処理費では、そ

の主なものとしまして、節１１需用費は、

し尿収集に係る消耗品費、修繕料などでご

ざいます。 

 節１３委託料は、し尿収集運搬に係る委

託料などでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、し尿

及び浄化槽汚泥の処理負担金でございま

す。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、し尿汲

み取り世帯数の減少に伴うし尿収集業者

への補償金でございます。 

 １３８ページ、款５農林水産業費、項１

農業費、目４農業水路費では、農業水路の

維持管理に係る経費で、その主なものとし

まして、節８報償費は、地元農業関係者に

よる水路の樋守及びゲートの管理にかか

る報償金でございます。 

 節１１需用費は、農業用施設の光熱水費

と修繕料などでございます。 

 節１３委託料は、河原樋ポンプ場ほか１

件の管理業務委託料でございます。 

 節１５工事請負費は、農業水路に係る用

水側溝の改良工事費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、神安

土地改良区負担金などでございます。 

 １４２ページ、款７土木費、項１土木管

理費、目１土木総務費では、その主なもの

としまして、１４４ページ、節１３委託料

は、道路施設の維持管理にかかわる土木維

持作業業務委託料などでございます。 

 節２８繰出金は、公共下水道事業特別会

計への繰出金でございます。 

 目２交通対策費では、その主なものとし

まして、節１１需用費は、交通安全啓発事

業に係る消耗品費及び道路反射鏡定期修

繕事業に係る修繕料などでございます。 

 節１３委託料は、駐車場管理委託料、交

通指導業務委託料、放置自転車等対策指導

委託料、公共施設巡回バス運行管理業務委

託料などでございます。 

 節１５工事請負費は、道路反射鏡の設

置、交差点の改良など、交通安全対策工事

の事業費でございます。 

 １４６ページ、節１９負担金、補助及び

交付金では、市内循環バス運行補助金など
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でございます。 

 続いて、項２道路橋りょう費、目１道路

橋りょう総務費では、その主なものとしま

して、節８報償費は、道路あいしょう設置

に係る報償金でございます。 

 節１３委託料は、千里丘駅前広場管理委

託料、モノレール駅前広場管理委託料、摂

津市駅駅前広場管理委託料、都市再生地籍

調査業務委託料及び現況平面図等修正及

び認定道路網図作成委託料などでござい

ます。 

 節１８備品購入費は、道路維持作業に使

用する軽ダンプトラックの購入費でござ

います。 

 目２道路維持費では、その主なものとし

まして、節１１需用費は、道路管理に係る

維持管理経費などでございます。 

 節１３委託料では、その主なものとし

て、市内環境維持業務委託料、橋梁点検業

務委託料及び１４８ページ、橋梁修繕実施

設計委託料などでございます 

 節１５工事請負費は、道路維持工事の事

業費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、建築

基準法に基づいて中心後退部分が発生す

る、狭隘道路の拡幅整備への助成金でござ

います。 

 目３交通安全対策費では、その主なもの

としまして、節１３委託料は、道路改良事

業に係る用地測量委託料などでございま

す。 

 節１５工事請負費では、交通安全対策工

事の事業費でございます。 

 項３水路費、目１排水路費では、その主

なものとしまして、節１１需用費は排水路

施設の光熱水費、修繕料などでございま

す。 

 １５０ページ、節１３委託料では、その

主なものとしまして、味舌ポンプ場水路系

維持管理業務委託料、ポンプ場施設等維持

管理業務委託料などでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、番

田水門設置に伴う内水対策事業の建設負

担金、府営まちづくり整備事業として大阪

府が実施した番田水路の樋門改修などの

事業償還金負担金及び安威川左岸ポンプ

場維持管理負担金でございます。 

 １６２ページ、款８、項１消防費、目３

水防費では、その主なものとしまして、節

１１需用費は水防事業に係る消耗品費で

ございます。 

 １６４ページ、節１６原材料費は、水防

資材の購入費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金では、淀

川右岸水防事務組合に対する負担金及び

安威川ダムの建設にかかる安威川ダム水

特法第１２条に基づく負担金などでござ

います。 

 以上、予算内容の補足説明とさせていた

だきます。 

 続きまして、議案第９号、平成２７年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）のうち、

土木下水道部にかかわる部分につきまし

て、目を追って、主なものについて補足説

明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、１４ページ

をお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、 

目４農林水産業使用料では、節１水路使用

料は、年度末見込みにより増額となるもの

です。 

 １６ページ、目５土木使用料では、節１

道路使用料は年度末見込みにより増額と

なるものでございます。 

 節４駐車場使用料は、年度末見込みによ

り減額となるものでございます。 
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 項２手数料、目４土木手数料では、節１

明示手数料は自転車・自動車駐車場明示手

数料が年度末見込みにより減額、道路敷地

謄本交付手数料が年度末見込みにより増

額となるものです。 

 １８ページ、款１４国庫支出金、項２国

庫補助金、目４土木費国庫補助金では、そ

の主なものとしまして、節１地籍調査費補

助金は都市再生地籍調査業務委託金が確

定したことにより減額となるものでござ

います。 

 節２道路橋りょう費補助金は、社会資本

整備総合交付金の確定により、橋りょう耐

震補強、道路舗装に係る補助金が減額及び

橋りょう修繕、橋りょう点検に係る交付金

が増額となるものでございます。 

 ２０ページ、款１５府支出金、項２府補

助金、目６土木費府補助金では、節２地籍

調査費補助金は、都市再生地籍調査業務委

託金が確定したことにより減額となるも

のでございます。 

 項３委託金、目２土木費委託金では、節

１土木管理費委託金は、河川環境整備工事

委託金、自転車等移動保管業務委託金が確

定したことにより増額となるものでござ

います。 

 ２４ページ、款１９諸収入、項４、目２

雑入、節１雑収入のうち、上から７行目よ

り、道路管理課所管分の損害賠償保険金

は、道路管理瑕疵事故に伴う全国市有物件

災害共済会の保険金が増額、公用車売却料

は公用車廃止に伴う売却料が増額となる

ものでございます。 

 １０行目より、道路交通課所管分は、自

転車等移動保管料、自転車等鉄屑処分金の

年度末見込みにより減額となるものでご

ざいます。 

 続きまして、歳出につきまして、ご説明

申し上げます。５２ページをお開き願いま

す。 

 款４衛生費、項２清掃費、目３し尿処理

費では、節１３委託料は、し尿汲み取り及

び浄化槽台帳のシステムの保守点検委託

料が確定したことにより減額となるもの

でございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、し尿汲

み取り世帯の減少に伴う収集業者への補

償金が確定したことにより減額となるも

のでございます。 

 ５６ページ、款７土木費、項１土木管理

費、目１土木総務費では、その主なものと

しまして、節２８繰出金は公共下水道事業

特別会計繰出金が年度末見込みにより減

額となるものでございます。 

 目２交通対策費では、その主なものとし

まして、節１１需用費で消耗品費などの年

度末見込みにより減額となるものでござ

います。 

 節１３委託料は、駐車場管理委託料の年

度末見込み、また、放置自転車等移動委託

料が確定したことなどにより減額となる

ものでございます。 

 節１５工事請負費は、交通安全対策工事

の年度末見込みにより減額となるもので

ございます。 

 ５８ページ、項２道路橋りょう費、目１

道路橋りょう総務費では、その主なものと

しまして、節１３委託料は千里丘駅前広場

管理委託料などが年度末見込みにより減

額となるものでございます。 

 目２道路維持費では、その主なものとし

まして、節１３委託料は、橋梁点検業務委

託料などが確定したことにより減額とな

るものでございます。 

 節１５工事請負費は、道路維持工事の年

度末見込みにより減額となるものでござ



- 7 - 

 

います。 

 目４交通安全対策費では、その主なもの

としまして、節１３委託料は、設計委託料

が確定したことにより減額となるもので

ございます。 

 節１５工事請負費は、交通安全対策工事

が確定したことにより減額となるもので

ございます。 

 項３水路費、目１排水路費では、その主

なものとしまして、節１１需用費は、ポン

プ更新費用の年度末見込みにより減額と

なるものでございます。 

 節１３委託料は、味舌ポンプ場水路系維

持管理業務委託料が確定したことにより

増額、ポンプ場設備保守点検委託料が確定

したことにより減額となるものでござい

ます。 

 節１５工事請負費は、排水路改修工事ほ

かの工事費の年度末見込みにより減額と

なるものでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、安威

川左岸ポンプ場維持管理負担金が確定し

たことにより増額となるものでございま

す。 

 ６４ページ、款８、項１消防費、目３水

防費では、その主なものとしまして、節１

９負担金、補助及び交付金は、淀川右岸水

防事務組合負担金が確定したことにより

減額となるものでございます。 

 以上、補正予算内容の補足説明とさせて

いただきます。 

○野原修委員長 吉田都市整備部長。 

○吉田都市整備部長 おはようございま

す。 

 それでは、議案第１号、平成２８年度摂

津市一般会計予算所管分のうち、都市整備

部にかかわります部分につきまして、目を

追って、その主なものについて補足説明を

させていただきます。 

 まず、歳入でございますが、予算書の３

０ページをお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、関西

電力株式会社の電柱などの公園占用料で

ございます。 

 次に、３４ページをお開き願います。 

 項２手数料、目４土木手数料、節１明示

手数料のうち、上から２行目、都市計画道

路敷地境界明示手数料及び、上から４行目

の公園明示手数料でございます。 

 節２都市計画手数料は、用途地域証明な

ど、諸証明手数料でございます。 

 節３開発申請等手数料は、都市計画法第

２９条の規定による開発行為の許可に関

する事務にかかわる開発許可等手数料、開

発不要証明手数料及び開発登録簿写発行

手数料でございます。 

 次に、３８ページをお開き願います。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金、節３都市計画費補助

金は、耐震診断補助金、耐震改修補助金及

び耐震化計画策定補助金でございます。 

 次に、４６ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目６土

木費府補助金、節１都市計画費補助金は、

その内訳といたしまして、耐震診断補助

金、耐震改修補助金、府自然環境保全条例

事務取扱交付金及び府特定設備等安全確

保条例交付金でございます。 

 節３権限移譲交付金は、大阪版地方分権

推進制度実施要綱に基づく移譲事務交付

金でございます。 

 次に、４８ページをお開き願います。 

 項３委託金、目２土木費委託金、節２都

市計画費委託金のうち、建築基準法施行事

務取扱委託金、都市計画法施行事務取扱委
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託金、都市計画基礎調査委託金及び大阪府

福祉のまちづくり条例委任事務委託金で

ございます。 

 次に、５２ページをお開き願います。 

 款１８繰入金、項２基金繰入金、目５緑

化基金繰入金、節１緑化基金繰入金は、 緑

化推進事業への緑化基金繰入金でござい

ます。 

 次に、５６ページをお開き願います。 

 款１９諸収入、項４雑入、目２雑入、節

１雑収入は、下から６行目からになります

が、都市計画課の都市計画図売却収入及

び、一番下の行の建築課の建築確認申請者

負担金でございます。 

 次に、歳出でございますが、予算書の１

５０ページをお開き願います。また、あわ

せまして予算概要の９２ページから９４

ページにかけてもご参照願います。 

 それでは、款７土木費、項４都市計画費、

目１都市計画総務費では、節１報酬は、緑

化推進嘱託員報酬及び都市計画審議会委

員報酬でございます。 

 節７賃金は、臨時職員賃金、緑化推進員

賃金、建築嘱託員賃金及び都市計画業務補

助嘱託員賃金でございます。 

 節８報償費は住宅・建築物耐震改修促進

計画更新に係る有識者懇談会の報償金で

ございます。 

 次に、予算書の１５０ページから１５２

ページにかけまして、節９旅費、節１１需

用費は、事務執行にかかわる経費でござい

ます。 

 節１２役務費は、公用車両の購入に伴う

自賠責保険料でございます。 

 節１３委託料は、ＧＩＳシステム保守管

理委託料、地形図修正図化委託料、耐震改

修促進計画更新委託料及び摂津市開発許

可・確認経由管理ＧＩＳシステム構築委託

料でございます。 

 節１４使用料及び賃借料は、電子複写機

レンタル料でございます。 

 節１８備品購入費は、ドキュメントスキ

ャナの購入に係る庁用器具費及び公用車

両の購入にかかわる機械器具費でござい

ます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、摂津

市既存民間建築物耐震診断補助金、耐震改

修補助金及び大阪府都市計画協会負担金

ほか７件の負担金でございます。 

 節２７公課費は、公用車両の車検に伴う

自動車重量税でございます。 

 続きまして、目２街路事業費では、節１

報酬、節８報償費は都市景観事業に伴いま

す都市景観まちづくり審議会委員報酬及

び都市景観アドバイザー委員会の報償金

でございます。 

 次に、予算書１５２ページから１５４ペ

ージにかけまして、節９旅費、節１１需用

費、節１２役務費は、都市景観事業におけ

る事務執行にかかわる経費でございます。 

 節１３委託料、節１４使用料及び賃借料

は、都市景観事業の市制施行５０周年記念

企画にかかわる事務執行経費でございま

す。 

 続きまして、予算書１５４ページとあわ

せまして、予算概要９６ページをご参照願

います。 

 目３緑化推進費では、その主なものとい

たしまして、節１６原材料費は、花いっぱ

い活動に対する助成を初め、市内花壇など

の育苗用の肥料、土、樹木などの購入費で

ございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、摂津

市緑化推進連絡会補助金でございます。 

 続きまして、目４公園管理費では、その

主なものといたしまして、節１１需用費
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は、都市公園などの光熱水費及び修繕料で

ございます。 

 節１３委託料は、都市公園など、施設の

機能維持を図るための公園管理委託料、 

公園等砂場消毒清掃委託料、公園遊具点検

業務委託料、公園台帳作成委託料及び公園

等日常点検業務委託料でございます。 

 次に、１５６ページをお開き願います。 

 節１６原材料費は、都市公園などの維持

管理に係る砂場の砂、板材などの補修用材

料費でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金は、ちび

っこ広場を管理していただいております

団体に対する管理補助金でございます。 

 節２７公課費は、公用車両の車検に伴う

自動車重量税でございます。 

 以上、平成２８年度一般会計予算の内容

に関する補足説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第９号、平成２７年度

摂津市一般会計補正予算（第４号）所管分

のうち、都市整備部にかかわる部分につき

まして、目を追って、その主なものについ

て補足説明をさせていただきます。 

 まず、歳入でございますが、１６ページ

をお開き願います。 

 款１３使用料及び手数料、項１使用料、

目５土木使用料、節３公園使用料は、公園

の占用件数が増加したことにより増額い

たすものでございます。 

 次に、１８ページをお開き願います。 

 款１４国庫支出金、項２国庫補助金、目

４土木費国庫補助金、節３都市計画費補助

金のうち、新在家鳥飼上線道路整備費に係

る社会資本整備総合交付金耐震診断補助

金、耐震改修補助金及び耐震化計画策定補

助金は、補助申請件数及び補助金の確定に

伴いまして、減額いたすものでございま

す。 

 次に、２０ページをお開き願います。 

 款１５府支出金、項２府補助金、目６土

木費府補助金、節１都市計画費補助金にお

ける耐震診断補助金及び耐震改修補助金

は、補助申請件数の確定によりまして増減

を精査いたしたものでございます。 

 次に、歳出でございますが、６０ページ

をお開き願います。 

 款７土木費、項４都市計画費、目１都市

計画総務費では、節１報酬は都市計画審議

会の事務執行に係る経費が確定したこと

によりまして減額いたすものでございま

す。 

 節７賃金は、都市計画業務補助嘱託員賃

金を精査したことにより減額いたすもの

でございます。 

 節９旅費、節１１需用費は、事務執行に

かかわる経費を精査したことによりまし

て減額いたすものでございます。 

 節１３委託料のうち、工事積算システム

構築委託料は、執行差金により減額いたす

ものであります。 

 ＰＣＢ廃棄処分委託料は、事務執行の見

込みがないことにより減額いたすもので

あります。 

 また、耐震改修促進計画更新委託料は、

執行差金により減額いたすものでござい

ます。 

 節１４使用料及び賃借料は、電子複写機

レンタル料及びＧＩＳシステム借上料の

事務執行に係る経費を精査したことによ

りまして減額いたすものでございます。 

 節１８備品購入費は、ＯＡ機器管理事業

における庁用器具費が確定したことによ

りまして減額いたすものでございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金における

摂津市既存民間建築物耐震診断補助金及

び耐震改修補助金は、補助申請件数の確定



- 10 - 

 

によりまして減額するものであります。 

 ＪＲ千里丘駅橋上通路整備負担金は、橋

上通路の管理に関する協議が整わないた

め、事務執行の見込みがないということで

減額いたすものでございます。 

 次に、項２街路事業費では、節１報酬、

節８報償費は都市景観事業における事務

執行にかかる経費が確定したことにより

まして減額いたすものでございます。 

 節１２役務費は、新在家鳥飼上線道路整

備事業における不動産鑑定手数料等に係

る事務執行の見込みがないということで

減額いたすものでございます。 

 節１３委託料のうち、物件補償算定等委

託料は、新在家鳥飼上線道路整備事業にお

ける事務執行に係る経費を精査したこと

によりまして減額いたすものでございま

す。 

 節１７公有財産購入費は、新在家鳥飼上

線道路整備事業における土地購入費が確

定したことによりまして減額いたすもの

でございます。 

 節１９負担金、補助及び交付金のうち、

都市景観形成活動助成金は、申請件数の確

定により減額いたすものでございます。 

 節２２補償、補填及び賠償金は、新在家

鳥飼上線道路整備事業における物件移転

等補償費の確定によりまして減額いたす

ものでございます。 

 次に、目３緑化推進費では、節１８備品

購入費は、既存図書で対応したことにより

まして減額いたすものでございます。 

 次に、６２ページをお願い申し上げま

す。 

 目４公園管理費では、節１３委託料は、

公園管理委託料、公園遊具点検業務委託料

及び公園台帳作成委託料の執行差金によ

り減額いたすものでございます。 

 以上、平成２７年度一般会計補正予算の

内容に関する補足説明とさせていただき

ます。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 説明が終わり、質疑に入

ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 おはようございます。 

 それでは、幾つか質問をさせていただき

ます。 

 私は、この建設常任委員会の予算は初め

てですので、細かい点、重複している内容

だとか所管が違っていたりするかもわか

りませんけども、その辺はよろしくお願い

したいと思います。 

 まず、道路管理課、ＯＡ機器管理事業で

すが、平成２７年度の予算では、２７万３，

０００円だったのが、平成２８年度、２２

５万９，０００円になっています。書いて

ある内容を見てますと、ＰＣ７台、プリン

ター４台、同じであるような気がします。

この違いについてご説明いただきたいと

思います。 

 次に、道路管理課、土木維持作業業務委

託料ですけれども、平成２６年度、５，０

００万円、平成２７度、５，４５０万円、

平成２８年度、６，１７０万円と毎年増加

傾向にあります。道路というのは、いろい

ろ管理の仕方によっても違いますけれど

も、これが徐々に毎年増えていくのか、ど

ういうふうに認識されているのかお教え

いただきます。 

 それと、これは予算から拾えなかったん

ですけど、道路管理事業だと思うんですけ

ど、防犯灯だとか道路照明が摂津市内いろ

いろ管理されていると思いますけれども、

それは今、電力が少ないＬＥＤになってい

るのかどうか。何基ぐらい今そういうふう
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に整備を進めているのか、もしわかれば、

お教えいただきたいと思います。 

 工事請負費、道路維持工事も平成２６年

度、１億７，２００万円、平成２７年度、

１億６，８００万円、平成２８年度、２億

２，６００万円になっております。補正で

１，１００万円ぐらい減額されています

し、総合交付金も減額されています。そう

いう中で、平成２８年のその予算はかなり

増額になっていますので、何か執行ができ

なかったのか、その辺の内容をお教えいた

だければと思います。 

 次に、道路交通課の交通安全啓発事業

は、平成２６年度、５７６万４，０００円、

平成２７年度、５３０万円、平成２８年度、

５１０万６，０００円と、毎年少しずつで

すが、これは金額が減っています。去年の

６月１日に改正道路交通法が一部施行さ

れて、自転車のマナーについて、子どもた

ちや高齢者の方に自転車の安全性だとか、

そういうのをもっともっと啓発していか

なきゃいけないんじゃないかなという中

で、この金額が徐々に減っているというの

は、何か逆行しているように思います。そ

の辺のお考えをお教えいただければと思

います。 

 次も、道路交通課、交通安全啓発事業で

すが、近年の摂津市内での取り締まりなど

の件数、わかれば傾向、また、去年、道路

交通法が改正されて、違反を繰り返す自転

車の運転者に自転車運転講習が義務づけ

られましたけれども、今、摂津市内ではど

ういうふうな事例があったのか、件数だと

か、もしそういうことがあれば、お教えい

ただきたいと思います。 

 これも道路交通課なんですけど、交通安

全推進協議会補助事業ですが、毎年１１５

万５，０００円補助されています。この内

容を教えていただければと思います。 

 次に、交通安全推進事業ですが、これも

前年度より少し減額になっています。平成

２６年度、６４３万円、平成２７年度、６

４３万円、平成２８年度、６０９万円、こ

れは多分ラインだとか、そういうふうなも

のだと思うんですけれども、いつできたか

わからないですけど、モノレールの南摂津

駅前に、つい最近通ると、道路上に自転車

のマークなど、あれは本当にすごいなと、

もっとＰＲしてほしいなと思ったんです

けど、さりげなくマークがあったんで、あ

りがたいなと思っております。 

 去年の自転車の道路交通法の改正で、自

転車のマナーが厳格化され、自転車の利用

者に負担をかけることばかりになると思

います。ですので、走りやすい環境を整備

するのが行政の使命だと思います。現在の

金額で見ると、状況に逆行しているよう

に、これも思います。ちょっと予算の内容

が違ってたら申しわけないんですけど、そ

の予算が減額になっているその理由、それ

と、これから自転車の専用道とは言わない

ですけれども、そういうふうな明示なり、

自転車の方々が走りやすい、そういうふう

な整備環境をどう捉えているのか教えて

いただければと思います。 

 次に、道路交通課の違法駐車追放事業で

すけども、これも平成２６年度、６００万

５，０００円、平成２７年度、６００万５，

０００円、平成２８年度、８１８万５，０

００円と、去年に比べては約２２０万円ほ

ど増えています。この交通指導業務委託料

の内容を教えていただければと思います。 

 これも、道路交通課ですけれども、交通

安全という観点から関連質問なんですけ

れども、正雀の駅前の道路はアンダーパス

というんですか、朝７時から９時まで車両
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通行が禁止されています。しかし、現状は

それを守らず通行している車両をかなり

多く見かけます。さらに悪質な場合は、バ

イクが逆行してきたりすることもありま

す。今、明示されているのは、路上に大き

く書いてあるだけですけれども、横断的に

上のほうに、そういうふうに通行禁止とか

いうのを書けないものか。それは警察の

方々と協議して、何とかしていただきたい

なと思います。警察の方もたまに立って指

導されているんですけれども、焼け石に水

のように思っていて、もし、それが現実問

題、やっぱり本当に危ないんで、できない

んであれば、お金かかりますけれども、ガ

ードマンを立たすとか、抜本的な解決が図

れるまで、そういうふうなところにお金を

かけるのが、本当に必要なところにお金を

投資する、まさにこれは必要なところじゃ

ないかなと思うんで、そういうお考えをお

教えいただければと思います。 

 次に、土木総務費の償還金、利子及び割

引料ですけれども、平成２７年度、２０万

円、平成２８年度、１０万円となっていま

す。過誤納還付金で、自転車の駐車場の定

期利用者が解約された場合の還付金だと

思うんですけれども、この数字から、これ

からどのようなことが読み取れるのでし

ょうか。来年度は今年度より解約される方

が少ない、すなわち落ちついているという

ことなんでしょうか。その辺の認識をお教

えいただければと思います。 

 次に、放置自転車等対策事業、これも放

置自転車等対策指導委託料ですけれども、

平成２６年度、１，２６７万６，０００円、

平成２７年度、１，３０３万７，０００円、

平成２８年度、１，３２８万８，０００円

となっております。どういう方々が、どう

いうふうにしてお仕事をなされているの

か。これも内容を詳しく教えていただけれ

ばと思います。 

 次に、公共交通整備事業ですけれども、

平成２８年度は１９万４，０００円となっ

ておりますが、平成２７年度、１８万１，

０００円、平成２６年度、９６万８，００

０円と、平成２６年度は近鉄と京阪バスの

システムの補助金で額が張ってるのかな

と思いますけれども、市民の利便性を考え

たとき、ここの予算というのがもっともっ

とお金をかけてもいいんじゃないかなと

思うんですれども、その辺の認識をお教え

いただければと思います。 

 次に、市内循環バス運行補助事業、運行

補助金が平成２６年度、１，０００万円、

平成２７年度、１，２００万円、平成２８

年度、１，２００万円となっております。

乗降客数について、循環バスが正雀の駅前

に乗り入れする運行ルートの影響を含め

たこの事業の問題点などあれば、お教えい

ただきたいと思います。 

 次に、公共施設巡回バス運行事業、運行

管理業務委託料、これも平成２６年度、１，

２９１万３，０００円、平成２７年度、１，

４５３万３，０００円、平成２８年度、１，

４４０万円と推移しております。前回委託

料が増額になったのは、平成２４年４月に

関越自動車道で高速バス居眠り運転の事

故で７人の乗客が亡くなられたことかと

思います。この事故がきっかけで国土交通

省のほうから料金の新制度を確立する指

導があって、新料金制度に変わったと認識

しております。そう考えると、あってはな

らないことですが、ことし１月１５日の軽

井沢スキーバス転落事故、バスの乗務員２

人を含む１５人の方が亡くなられました。

これにより、また国土交通省からの指導な

り何かあるのか、現状をどういうふうに捉
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えられているのか。摂津市では、どのよう

に乗務員の安全を担保しているのか、お教

えいただきたいと思います。 

 次に、道路交通課、自転車等移動保管料

は、年々自転車、バイクの台数が減少して

いることだと思うのですが、今後の見通し

と、管理するには基本的には固定費はかか

ると思うんですけれども、弊害はないの

か、お教え願います。 

 次に、道路交通課、同じく自転車等鉄屑

処分金も年々減ってきています。鉄の買い

取り価格の問題もあるかもしれませんけ

れども、台数の減少によることだと思いま

す。これも先ほどの保管料と一緒なんです

けれども、管理費は今まで同じで収入だけ

が減っていく。何か抜本的な対策を講じて

いかなきゃいけないんじゃないかという、

その認識を同じくお教えいただければと

思います。 

 次に、道路交通課の放置自転車対策協力

金は、平成２７年度、平成２８年度とも、

１７２万３，０００円となっております。

これは、パークシティマンションの対策費

と理解していいのでしょうか。これは、こ

れからずっと同じように続いていくのか、

お教えいただければと思います。 

 次に、道路交通課、電力売却収入ですけ

れども、この３年間同額の１３万２，００

０円となっております。どのようなもの

で、もっと金額を上げることはできないで

しょうか。要するに、電力収入を上げるこ

とはできないかということなんですけど、

４月から電力の完全自由化が始まります。

それに対してもうちょっと収入が増えれ

ばいいなということの認識です。自由化に

対しての道路の電力の売却に対して、どう

いう認識かお教えいただけたらと思いま

す。 

 次に、建築課、耐震改修促進計画更新委

託料ですけれども、内容と平成２７年度、

２８０万円、平成２８年度、１４６万３，

０００円と約半分に減額されています。そ

の理由もお教えいただければと思います。 

 また、関連質問で教えていただきたいの

ですけれども、旧味舌スポーツセンターの

耐震工事が来年度から始まります。耐震化

工事の概要、スケジュールなどわかれば教

えていただきたいのと、また、ことしの２

月１５日から急に閉館、使えなくなるとい

うふうな通達が来ました。その経緯と、ま

た４月から６月当分の間はグラウンドは

工事するまで暫定利用できるというふう

に聞いておりますけれども、工事が始まる

と、耐震化工事でグラウンドを目いっぱい

占領してしまうんでしょうか。グラウンド

を工事しながら使用できないのでしょう

か。できるだけ市民の利用者のことを考え

てグラウンドを使用できるように考えて

いただければと思います。その辺の認識を

お教えいただければと思います。 

 次に、平成２８年度、市政運営基本方針

の中で安威川以南での総合体育館整備の

基本構想、基本計画をうたわれておりま

す。先の代表質問でいろいろな方が質問さ

れておりましたが、改めて防災機能を備え

た体育館を造るということですけれども、

普通の体育館、通常の体育館と比べて単純

にやっぱり割高になるんでしょうか。 

 それと、安威川以南でということを考え

ると、防災という観点から考えると、防災

ハザードマップから見ると、いざ洪水だと

か浸水になったとき、防災ハザードマップ

を見ると、鳥飼地域は結構きついところが

あるように感じるんですけども、その辺の

工事にどういうふうな処置が考えられる

のか、お教えいただければと思います。 
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 次に、水みどり課、公園維持管理事業で

すけれども、年々増加の傾向になっている

と思います。増加の内容と、これは教えて

いただきたいんですけど、防災公園という

ふうに、近年よく言われますけれども、通

常の公園とどう違うのか。防災公園という

のは国や自治体の何か定義があるのか、そ

れをお教えいただければと思います。 

 次に、また水みどり課、電気機関車等公

開事業の修繕料２，９８２万１，０００円

となっています。これは、先日、新聞やマ

スコミにも取り上げられたように、塗装の

費用のことだと思います。大規模修繕とい

うことですが、もっと市民の方や他市の方

に摂津に来ていただくためにも、今後予算

をつぎ込んで、０系新幹線の見せ方、展示

の仕方、新幹線公園の整備計画など、お考

えがあるのか、お教えいただきたいと思い

ます。 

 あと、水みどり課、トイレレンタル料と

ありますけれども、毎年１０万円支払って

いるように思うんですけれども、それなら

ば、単純なことですけれども、買い取りし

たほうがコスト削減にならないのか、お教

えいただきます。 

 これも、水みどり課ですけれども、緑化

推進費という科目がありますが、具体的に

これは自分の思いですけど、緑化につなが

っているのでしょうか。私は、以前、緑化

について一般質問させていただきました

けれども、いろんな取り組みをされている

というのは、緑の基本計画というのでもわ

かるんですけども、実感できる緑化の取り

組み、本当に緑が増えたな、いいまちだな

というふうな取り組み、この緑の基本計画

の中のこれに一番力入れるんだと。こうし

たら緑は増えるんだという何か熱い思い

でもあれば、具体的な施策なりをお教えい

ただければと思います。 

 あと、建築課、特定空家対策事務事業が

新規で１０万円ついています。先の代表質

問でもありましたが、私が聞き取った範囲

では、空家が４万２，０００戸、全体の１

３．８％あるのにすごい数字だなというこ

とに、私はまずびっくりしました。また、

管理問題で８１件の苦情があり、２５件が

解決したとお聞きしました。まず、この空

家対策の担当、責任部署は建築課でいいの

でしょうか。国の方針がはっきりしないか

ら担当部署が決まらないのかなというふ

うにも感じるのですけれども、この１０万

円で逆に空家対策事業の何をどういうふ

うにされるのか、お教えいただければと思

います。 

 なかなか所有者不明や相続の問題が難

しいという答弁もあって、費用が発生する

ので、解決は難しいと思いますけれども、

今後、摂津市としてこの空家対策に対する

意気込みというんですか、進めていく決意

というか、方向性をお教えいただければと

思います。 

 これも建築課、耐震改修補助金ですけれ

ども、過去３年６０万円計上されていま

す。この問題も、私は以前一般質問で取り

上げさせていただきましたけれども、市民

の安心・安全、いざというとき命に直結す

る問題です。できるだけその耐震改修をや

っていただいて、安全を確保していただき

たいという思いですけれども、当然、目標

は摂津市住宅・建築物耐震改修促進計画に

基づき、耐震化の促進を進めていただいて

ると思いますけれども、費用の問題だと

か、目標に達しておらないという答弁が幾

つかあったと思います。再度、今のこの状

況、これからどういうふうに進めていくの

か、お教えいただきたいと思います。 
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 次に、橋梁延命化ですけれども、毎年事

業費で８，０００万円から１億円ぐらいか

かっております。これは今後とも事業は橋

が存続する限りずっと続いていくものな

のでしょうか。何か対策だとか、どういう

ふうに優先順位をつけてやっていかれる

のか、お教えいただきたいと思います。 

 次に、項目じゃないんですけど、大きな

道路政策について、お話させていただきた

いと思います。 

 去年１１月、近接している吹田市内でら

らぽーとエキスポシティがオープンしま

した。全３０５店舗のららぽーとエキスポ

シティと８つの大型エンターテインメン

ト施設が一堂に会したエンターテインメ

ントとショッピングを融合した大型複合

施設ができました。中には水族館もありま

す。敷地面積は約１７万平方メートルで、

甲子園球場が４つ以上入る広さとなって

います。開業後は、年間１，７００万人の

来場を見込む日本を代表する巨大レジャ

ー施設です。 

 また、市立吹田サッカースタジアム、ガ

ンバスタジアムが万博に先月開場しまし

た。まず、このような施設ができることに

より、摂津市内の市道、府道、国道、高速

道路インター部分を含め、何か渋滞対策な

どを講じられておられたのか。当初予想と

現在の状況と比較して摂津市の市道に与

える影響と認識をお教えいただきたいと

思います。 

 次に、十三高槻線ですけれども、私は正

雀に住んでいますので、ほぼ毎日この十三

高槻線を横切ったり、利用したりします、

自転車ですけれども。摂津市の区域分とい

うのは、完成してきれいになったと喜んで

いるんですけれども、まだ吹田市の部分が

まだまだ時間がかかりそうなように思い

ます。大阪府の事業なので、摂津市として

は、なかなか歯がゆい部分があるかもわか

りませんけれども、現在の状況、何がまだ

問題になっているのか。今後のタイムスケ

ジュールを教えていただければと思いま

す。 

 次に、吹田操車場跡地のまちづくりにつ

いてですけれども、摂津市の土地の部分で

約３棟８２４戸の住宅マンションができ

るというふうに伺っています。大体１戸３

人家族とすると、２，０００人から２，５

００人の人口が増える計算になります。も

し、そこの住民で小学生なら、千里丘小学

校、中学生なら摂津三中の学校区になると

聞いておりますけれども、果たして、児童・

生徒が安心安全に学校に通えるのでしょ

うか。そのために、どのような歩道、道路

の環境整備をお考えなのか、通学路とし

て、どういうふうに整備していくのか、お

教えいただきたいと思います。 

 次に、一津屋の交差点ですけれども、基

本的にはいつも大渋滞していると思いま

す。何とかならないのかなと思います。鳥

飼地域の方には、主に大阪市内に出ていく

ときには、千里丘、阪急摂津市駅、そちら

のほうに安威川を越えて行きます。ですの

で、鉄道が鳥飼にはありません。ここでな

ぜ鉄道、地下鉄が摂津に、鳥飼にないのか。

ちょっとお話させてもらいたいと思うん

ですけれども、まず、大阪市営地下鉄２号

線、谷町線延伸ですが、当初、大日、鳥飼、

そして高槻まで延伸する約１４キロの構

想だったと思います。１９７１年に都市交

通審議会の答申もあって、直近では平成１

６年１０月の近畿地方交通審議会答申第

８号で夢が消えてしまったと思います。そ

れに伴って、近隣市町村との連絡協議会も

解散してしまったと聞いております。同じ
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く、大阪市営地下鉄８号線今里筋線、北進

ですが、井高野からＪＲ東海道線岸辺駅付

近に延伸する構想があり、さらに、モノレ

ールの万博記念公園駅のほうに行くとい

う考えもあるというふうに聞いておりま

す。これは、今里筋線の北端の井高野駅か

ら３本の都市計画道路、井高野大道線、井

高野町線、豊中岸部線の地下を通り、阪急

正雀駅付近を通り、ＪＲ東海道線岸辺駅付

近に至るルートが考えられております。現

在は岸辺駅付近からさらに北へ延伸して、

万博記念公園駅に隣接することも考えら

れております。これは吹田市が中心に、２

００６年から５年間計画で基礎調査を実

施しています。このような答申が国土交通

省からあり、近隣市町村と協議会を立ち上

げていっても無駄ということで解散にな

ったと私は理解しています。でも、平成１

６年に国土交通省の答申が出て１２年経

過しています。ちなみに次の近畿圏におけ

る望ましい交通のあり方について、近畿２

府４県を対象に、鉄道サービスの改善、向

上の答申はいつ発表されるのでしょうか。

発表されてから動き出したのでは遅いの

ではないでしょうか。つい先日、報道発表

で大阪市交通局が地下鉄民営化で増収９

０億円などというふうな見出しが躍って

いました。大阪市は摂津市と隣接している

大事なまちです。地下鉄民営化プランによ

ると、市が１００％出資する新会社は不動

産取得やホテル経営も可能だといわれま

す。要するに民間ですから、もうかるとこ

ろには投資をするということになると思

います。摂津市も魅力あれば、投資や延伸

が今までより具体性が増すと期待できる

のではないでしょうか。余り言うと所管が

違うというふうになるので、これぐらいに

しておきますけれども、何かしら摂津市、

鳥飼地域に鉄道が必要だと思うんです。し

かし、現状地下鉄もなく、市民の方々には、

鳥飼の方々には不自由を被っています。総

合評価でも満足度は極端に低いです。この

ようなことから、鳥飼の地域の方々は公共

交通機関のバスを利用しています。もちろ

ん乗用車も。よく言われますが、鉄道がな

いのは仕方がない、諦める。そのかわりに

バスを利用して、阪急摂津市駅やＪＲ千里

丘駅に行くのに時間が読めるようにして

ほしいという声がよく聞こえます。今まで

いろんなご努力をしてこられてきている

のは重々承知しております。いろんな先生

方がいろんなことで取り上げられている

のもわかりますけれども、過去の経緯、そ

れを踏まえてこの一津屋の交差点は何と

かならないものなのか、今後の見通しにつ

いてお教えいただきたいと思います。 

 以上です。 

○野原修委員長 中川委員、味舌スポーツ

センターで体育館の改修、これの所管は文

教になります。それと今の鉄道の件も予算

から離れてますけど、一津屋の交差点の改

良とか、その辺のことの考え方を聞くとい

う形で答弁を求めます。 

 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、建築課にかか

わります３点、中川委員のご質問にお答え

をさせていただきます。 

 まず、１点目でございますが、耐震改修

の計画更新の委託料、これについて平成２

７年度の補正と平成２８年度の当初のほ

うと見比べまして、半分近く減ってるじゃ

ないかというご指摘でございますが、こち

らにつきましては、昨年の３月に２か年の

債務負担行為をいただいておりまして、平

成２７年度と平成２８年度、この２か年に

かけまして、耐震改修の計画の更新を今現
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在進めているところでございます。平成２

７年度に委託業者の選定をいたしまして、

その落札差金がございましたので、平成２

７年度分に相当する部分につきまして、減

額補正とさせていただいたところでござ

います。残りの平成２８年度分につきまし

ては、当初予算のほうに計上をさせていた

だいたところでございます。 

 続きまして、２点目の特定空家対策事務

事業ということで、先の代表質問の中でも

質問がございましたが、この特定空家対策

事務事業と申しますのが、何を根拠として

おるのかということでございます。 

 まず、先ほどご質問の中でもございまし

た本市の世帯総数、それと住宅総数、それ

と空家率ということの内容を説明させて

いただきたいと思います。 

 まず、世帯総数が約４万２，０００世帯

ございます。そのうち、住宅総数が約３万

６，０００戸ございます。これ差し引きい

たしますと、約５，８００戸が空家という

ことで存在しているということで、これは

空家率ということで１３．８％というよう

な推計が、これは平成２５年に行われてお

ります国の総務省でございますが、住宅土

地統計調査の中で推計値というかたちで

でございます。 

 その中で、現在、苦情対応で実施をされ

ておりますのが、これは自治振興課の窓口

で苦情を受け付けられて、この発生事案が

建築物のことばかりではなしに、どちらか

といいますと、ごみの発生、それから、雑

草の繁茂、防災・防犯は窓ガラスが割れて

いたりだとか、外壁、それから瓦がすれ落

ちてたりだとかするような事象、そういう

ようなもろもろ、市の庁内で関係各課が非

常に多岐にわたるというところがござい

まして、なかなかそれぞれの事務分掌にス

トレートに入ってこないようなところも

ございますので、なかなかちょっと苦情対

応がしづらかったという部分がございま

して、それを受けまして、庁内で横断連携

するような形のものを今後庁内の中で協

議をする中で構築をしていきたいという

ことでございます。 

 この苦情対応等のレベルと、平成２６年

１１月に新たに国のほうで、空家等対策の

推進に関する特別措置法というものが公

布されてございます。昨年の２月に一部施

行されまして、全面的な施行は昨年の５月

に行われております。その後、国のほうで

も、一定ガイドラインというものも示さ

れ、市町村のほうで問題解決ができるとい

うことでされておるんですが、なかなか具

体的な取り組み、法的な枠組み等の作成と

いうところが、やはり今後２か年ほど調査

研究もしながら、国、大阪府、それと、近

隣市の動向も踏まえながら調査研究に取

り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。 

 次に、耐震改修補助、これは中川委員の

ほうで先に一般質問でいただいていると

ころでございますけども、耐震改修補助に

つきましては、今現在、先の答弁でもあり

ましたように、改修計画の更新を進めてい

る中で、今後、有識者の懇談会というもの

も催しさせていただいて、いろいろなご意

見、それから、昨年１２月に実施をいたし

ております市民アンケート調査、そういう

ものも参考にさせていただきながら、今後

検討してまいりたいというふうに考えて

おりますので、よろしくご理解のほどお願

いいたしたいと思います。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、道路交通

課に関する質問、１点、１点説明させてい
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ただきます。 

 まず、防犯灯、照明灯に関する質問で、

整備の数、ＬＥＤについてのお問いだった

かと思いますが、市内の道路照明灯、主に

交差点の円滑な交通をするための交差点

照明灯も含めて、市内の照明灯につきまし

ては、７２６基ございます。その中で、Ｌ

ＥＤの数につきましては、８０基程度がＬ

ＥＤ化しております。今後は、省電力タイ

プのＬＥＤにどんどん切り替えるなり、切

り替えるといいますか、新規の分につきま

しては、ＬＥＤの照明灯で設置していく予

定でございます。平成２８年度の予算にお

きましても、１２０万円の予算をいただい

て、電柱共架であれば２基、あるいは単独

柱であれば１基という形で設置のほうを

進めていきたいと考えております。 

 続きまして、交通啓発の金額が下がって

いるという内容であったかと思いますが、

交通安全啓発事業につきましては、平成２

８年度、５１０万６，０００円を計上させ

ていただいております。 

 内容につきましては、交通安全推進員の

賃金、消耗品費、印刷製本費となっており

まして、この減少につきましては、消耗品

費の中で交通安全運動の啓発品だとか、あ

るいは電柱に巻く安全啓発の巻看板、ある

いは、平成２６年度から開始しております

免許返納ジャンパーにかかわる予算等々

が２２２万６，０００円計上させていただ

いております。減額につきましては、ジャ

ンパーの支給金額をおさえたことによる

ものでございます。 

 それから、交通安全啓発に伴っての取り

締まりの件数、啓発の検挙事例というお話

だったかと思いますが、聞いている話で

は、検挙が２件ほどあったと聞いておりま

す。二人乗りをしていて、注意しても聞か

ずにそのまま立ち去ろうとする。そういっ

た悪質な運転、自転車利用者に対して検挙

したというような内容を摂津警察のほう

からは伺っております。 

 それから、摂津市安全推進協議会の補助

金１１５万５，０００円の内容についてで

ありますが、これは市長を会長にしまし

て、摂津警察、ＰＴＡ関係、学校者関係、

市内のトラック協会等々を含めまして、市

内５６団体で構成する協議会になってお

りまして、市内の安全に取り組む内容の協

議会で、そこへの安全啓発に伴う予算組み

を１１５万５，０００円支出しておりまし

て、文化ホールで行われている交通安全大

会だとか、駅前でのキャンペーンに伴う啓

発品等々の予算を組ませていただいてお

ります。 

 それから、交通安全推進事業６０９万円

について、その減額の理由であったかと思

いますが、まず、この予算につきましては、

修繕料として３２０万円、それから、交通

安全対策工事として２８９万円上げさせ

ていただいております。修繕料の３２０万

円に関しては、路面標示等の予算でありま

して、市内の道路に表示している安全を啓

発する「スピードを落とせ」だとか、セン

ターラインだとか、「交差点注意」だとか、

そういった路面標示の予算となっており

ます。交通安全対策工事の２８９万円につ

きましては、交差点改良だとか点滅鋲、あ

るいは、案内標識等々の予算を組ませてい

ただいております。 

 この内容につきまして、過去の実績から

いきまして、交差点の案内標識等が設置の

実績が少ないということから、ここの予算

を他の科目へ回したという分で、交通安全

推進事業の予算は若干減らさせていただ

いております。この分を道路照明灯、平成
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２７年度１００万円から平成２８年度は

１２０万円になっているんですが、そうい

った予算のほうに組み替えをさせていた

だいております。 

 それから、南摂津のモノレール駅前に自

転車マークの整備がされたということで

ございます。その後の自転車レーンの取り

組みという内容だったかと思いますが、つ

い先日、南摂津駅の大阪高槻京都線、そこ

までの間約３００メートルになるんです

けども、両側に青の矢羽根のマーク、それ

と自転車のピクトグラム等々を設置させ

ていただいて、自転車利用者の左側通行の

明示をさせていただきました。一応、試験

的に今回はさせていただいております。設

置前に現場で、朝の通勤時間帯に実際にど

のような自転車の利用状況か、交通量調査

もさせていただいて今回設置させていた

だきました。設置後はまた検証して、効果

のほうを検証していきたいと考えており

ます。市内全体に関しましては、まず、自

転車の利用者が多い駅周辺からの整備と

いうのが費用対効果としては有効かなと

思っております。ただ、駅周辺の今現在の

道路事情といいますと、千里丘三島線にし

ても、正雀の駅前にしても、まだ工事途上

で最終完成形ではございませんので、完成

をもって、そちらにも取り組んでいきたい

なと考えております。 

 それから、違法駐車追放に関する交通指

導業務の２２０万円の増額の件について

でありますが、この業務委託に関しまして

は、今回、８０６万１，０００円計上させ

ていただいておりまして、３年ごとに契約

をしております。２７年度、今年度をもっ

て契約が終了しますので、新たに２８年度

業者を決定するのに設計組をしなければ

いけません。そのために、設計額を見込ん

だ金額で予算要求はさせていただいてお

ります。 

それから、交通安全、正雀の駅前の地下

道について、７時から９時まで規制がかか

って通行禁止なのに守らない車両が多い

というお問いでございますが、市内、ここ

に限らず、通行禁止区域・時間帯を規制し

た道路は、他に数多くありまして、そのた

めに、道路交通課としては、路面表示によ

りまして正雀の駅前に関しては、入り口の

ところで大きな表示はさせていただいて

るかと思います。これは、運転者のモラル

にもよってきますので、対策としては、基

本的には警察の所管になってきますので、

そこを補助するために市のほうが路面表

示を書いて、より注意喚起をしてるところ

なんですが、所管は警察になります。   

 市のほうとしては、できるだけ警察のほ

うに立ち番をしていただいて、その交通の

規制を順守してもらえるように、市のほう

からは依頼をしているところであります。 

 市のほうでガードマンを立たすかとい

うような内容ですが、ガードマンを立たす

のではなく、今市のほうでは、自転車安全

利用倫理条例に基づいて指導員を雇用し

ておりまして、これは自転車の啓発になる

んですが、正雀の駅前、あるいは、千里丘

の駅前、主要交差点で安全指導カードを持

って指導に努めております。その中では、

規制の時間帯から外れますが、有効的にな

るのかなというような感じはしておりま

して、その朝７時から９時の時間帯でガー

ドマンを立たすというのは、費用も伴って

きますので、現在のところは市のほうで

は、道路交通課ではそういった対策は考え

ておらず、あくまでも警察の範疇でしてい

ただくという対応で考えております。 

 それから、放置自転車の委託業務につき
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まして、どのような業務なのかというお問

いなんですが、これは、駅周辺の放置自転

車禁止区域内の自転車利用者に対しまし

て、放置駐車をしないように指導をしてお

りまして、シルバー人材センターのほうへ

委託しておる内容でございます。 

 駅前の違法放置自転車の減少に努めて

おります。それによって、放置自転車の減

少に努めております。 

 それから、公共交通整備事業の予算をも

っとつければというお問いだったと思い

ますが、まず公共交通に関しましては、市

内循環バスと公共施設巡回バスのほうで

利便性が向上できるように、ルートをいろ

いろ考えながら要望にそぐうかどうか検

証しながら、その委託金、あるいは補助金

を算出し、公共交通の充実に向けて取り組

んでおりますが、ここの予算につきまして

は、過去には、この路線バス事業者のほう

から地域公共交通の維持保全事業に伴っ

て、そのシステムの改良ですね、例えば、

ＩＣカード化になったりだとか、あるい

は、バスロケーションシステムを導入する

だとか、そういった導入に伴っての補助金

を交付させていただいております。 

 ２８年度につきましては、京阪バスのほ

うからＩＣカードのＩＣポイントカード

ですね、ＩＣカードを利用することでポイ

ントが加算するというようなシステムを

今回整備されるということで、それに対し

ての補助金を、２８年度の要求額としては

１９万４，０００円という形になっており

ます。 

 次に、市内循環バスの乗降者数と問題点

のお問いだったかと思いますが、ちょうど

一年前になるんですが、平成２７年３月１

６日に、市内循環バスは十三高槻線の整備

に合わせて、正雀駅周辺まで延伸をさせて

いただきました。大方、もう一年になって

きた中で乗降者数の推移を見ますと、今現

在、１月末現在において、前年度比で約３

６％の増加となっております。平成２６年

度が約１万１，４００人で、今年度は見込

みなんですが、１万４，５００人を超える

ぐらいの乗降者数になってこようかと思

います。 

 現在の運行状況について、問題点という

のは特にございません。順調に乗降者数が

伸びている状況になっております。路線距

離も伸びたのと、朝夕時間も１時間ずつ伸

びたということで、補助金のほうも、２７

年度で２００万円上がって、ただいま１，

２００万円というような内容になってお

ります。 

 それから、公共施設巡回バスについてで

ございますが、委員おっしゃるとおり、２

４年の高速ツアーバスの事故をきっかけ

にしまして、料金制度の見直し、新料金体

系になったことで、２７年度で１，４５３

万円となりました。平成２８年度の予算

が、１，４４０万円と若干下がっておるこ

とは、その計算式の中で、運行時間と運行

時間当たりの単価。それと、運行距離と運

行距離当たりの単価をかけてプラスした

金額に、年間の３６５日をかけます。そこ

へ、実働率というのをかけて、今回この料

金というのは決めておるんですが、この実

働率というのが、セッピィ号の場合は、約

６６％ぐらい。年間で２４３日程度運行し

ますので、実働率が６６％ぐらいになって

きます。ただ、その６６％をかけますと、

委託料がかなりはね上がりまして、委託し

てる阪急バスと２７年度のときにも協議

させていただいて、何とか抑えられないの

かということで、その実働率を、国が出し

てる実働率と、阪急バスが営業所内で貸し
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切りバスですね、セッピィ号も貸し切りバ

ス事業になるんですが、阪急の営業所が抱

えてる貸し切りバスの実働率がありまし

て、その二つの平均値をとりまして、実働

率としては５４％くらいになるんですが、

２８年度の予算は、その実働率が若干前後

がありますので、その分で金額が昨年より

１３万ほど下がったというような状況に

なっております。 

 １月にもあった事故に伴って、国からの

指導というのは、直接市町村のほうにはお

りてなくて、バス事業者のほうには行って

るかとは思いますが、先日の新聞を見た中

では、ドライブレコーダーの義務化が書か

れておりましたので、今後また阪急バスか

らは、そういった連絡が来ようかと思いま

す。 

 それと、自転車の保管料と鉄屑の見通し

であったかと思いますが、年々、駅前の放

置自転車の数は減少しております。それに

伴って、引き取りに来る方の人数も減少し

ていることで、保管料について年々減少し

ております。 

 併せて、鉄屑処分は、引き取り手がない

自転車、移動・保管３か月たっても引き取

りに来られない場合、その自転車は処分し

ていくんですが、鉄屑処分として処分する

台数も年々減少しております。 

 そのことから、歳入に関しては減ってお

りますが、逆に歳出の保管業務だとか、あ

るいは、駅前の指導委託だとか、もろもろ

につきましては、労務単価等の上昇もござ

いまして上昇傾向にあります。 

 ただ、これを回数を減らすだとか、予算

を削るとなると、駅前の放置自転車車両が

増加したりして、駅前の駅利用者、あるい

は、通行歩行者等の安全確保が難しくなり

ます。あるいは、緊急時の通路確保等も必

要になってきますので、現在の歳出に伴う

予算では、業務の減少というのは考えてお

りません。 

 それから、対策協力金について、パーク

シティ、パークタワーでよいのかというお

問いですが、これはそのとおりでございま

して、パークシティのほうからと、パーク

タワーのほうから合わせて１７２万３，０

００円。これは、公開空地の部分の自転車

撤去、これについて市への協力金をいただ

いてる内容でございます。 

 これからこの金額は続くのかというお

問いですが、この金額については、今現在

パークシティ側と管理組合と話をしてま

して、金額の単価下げたとか、もうちょっ

と下げられないのか、実態にそぐってない

のではないのかというようなお話をいた

だいて、協議をさせていただいているとこ

ろでございます。 

 今後、この協力金については、歳入が減

る可能性もあろうかと思います。組合のほ

うと、誠意を持って話をしていきたいと思

っております。 

 それから、ららぽーとエキスポシティ、

大型複合施設ですね。これに伴って、市道・

府道の渋滞対策の取り組みについてでご

ざいますが、去年の第１回のこの建設常任

委員会で木村委員のほうからも質問があ

りまして、その後、情報収集しまして、吹

田市において、万博公園南側エリア開発事

業関係者拡大連絡会というのが行われて

おりました。そこへ、道路交通課のほうも

ぜひ参加させていただきたいということ

で、第６回からその連絡会のほうに参加さ

せていただいて、メンバーとしては、吹田

市の近隣である茨木市、それと摂津市、三

井レジデンシャル、ガンバ大阪、モノレー

ル大阪鉄道、阪急電鉄、バス事業者である
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京阪だとか阪急、近鉄と、合同による連絡

会議を開催して、行政側からの交通渋滞の

対策について、三井側、あるいはガンバ側

に要望を挙げまして取り組んでいます。 

 開業後については、渋滞が心配されたん

ですけども、その成果があって、渋滞の発

生は特に見受けられるようなことはない

かなと考えてます。 

 ただ、ガンバ大阪が吹田スタジアムをオ

ープンしまして、今度は万博外周道路の外

側に施設がありますので、外周に入る車と

ガンバのサポーターの歩行者との交差が

平面交差になりますので、その分で多少の

渋滞が発生する可能性はあろうかと思い

ます。 

 ただ、ららぽーとのほうに関しまして

は、外周道路の道路の改善が行われて、歩

行者とは立体交差によって、歩行者待ちに

よる渋滞というのは見受けられない状況

でございます。 

 それから、一津屋交差点の渋滞対策につ

いてですが、まず、基盤整備という面では、

これは府になりますので、市ができること

は、警察と連携してソフト面での信号の調

整をする程度になろうかと思います。 

 バス事業者のほうからも、そこの交差点

によって運行時間が遅れるということで、

警察のほうへ多少時間の調整なんかも依

頼をして対応しているところであります。

ただ、全体の渋滞となりますと、それが達

成してるかどうかというのは、現状のとお

りで達成してない部分があろうかと思い

ます。 

 以上、道路交通課からの、中川委員の質

問に対する回答とさせていただきます。 

○野原修委員長 永田課長。吹操跡地のと

この周辺整備は、駅特になりますけど、千

里丘小学校へいく吹操跡地の児童たちの

摂津市の市道の安全に対して、どういうよ

うな今後対策するとか考え方も聞かれて

ますので。 

○永田道路交通課長 吹田操車場跡地の

関連の千里丘小学校の通学の安全対策に

つきましては、今後通学路関係がどう変わ

ってくるのか、周辺の車の流れ、人の流れ

がどう変わってくるのか、その辺を現場検

証しながら、対策、要望等があれば、それ

にあわせた対策は講じていきたいと考え

ております。 

 以上です。 

○野原修委員長 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 中川委員のご質

問に、公園みどり課が関係しますところに

ついてご答弁申し上げます。 

 まず一点目でございますが、公園維持管

理事業は年々増加傾向にある、その内容に

ついてはどうなのかというお問いであっ

たと思います。 

 この要因につきましては、２７年度に

は、吹田操車場跡地の事業で、明和池公園

と緑の遊歩道を公園みどり課が管理をい

たしております。それで一定の維持管理

費、例えば剪定・除草といった費用を計上

させていただいている増加分。 

 ２８年度につきましては、委員もご承知

のことかと思いますが、明和池公園並びに

ほか８件の公園緑道が、この４月でもって

開園いたします。それの２８年度にかかる

清掃の費用であったりとか、あと明和池公

園で一部水景施設ございます。そういった

費用であったり、あと、多目的貯水槽もご

ざいまして、その電気、設備の点検も計上

させていただいているところでございま

す。 

 そういったもろもろの経費が、約１，０

００万円ぐらいということでございます
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ので、理由としては、主にはそういうこと

というふうに考えております。 

 次に、防災公園と一般公園の違いについ

てなんですけれども、明和池公園について

は、実は防災公園としては呼んでません。

防災機能を備えた公園といたしておりま

す。ですから、公園に、例えば、防災トイ

レとか、防災備蓄倉庫、あと防災ベンチ、

そういったものが備わってる公園という

ことでいけば、防災機能を付加した公園で

あるということです。 

 ちなみに申し上げますと、別府公園です

が、平成２４年に別府公園の拡張事業の整

備を行った折に、防災トイレ、防災倉庫、

並びに防災ベンチを設置しております。で

すから、それも防災機能を付加した公園で

あると認識しております。防災倉庫と器具

につきましては、２４年末でもって、防災

管財課に移管しておるところでございま

す。 

 次に、新幹線公園と電気機関車の修繕。

それから、新幹線公園のリニューアルの考

えがあるのかというお問いであったと思

います。 

 ２８年度において、大規模に車体外装、

２両ともどもなんですが、修繕するわけで

ございます。我々の観点で考えますと、新

幹線公園の車両２両は、非常に人気があ

る。多いときで、桜のシーズンになりまし

たら、５００人から６００人来園いただい

ております。そういった摂津市で公園担当

課だからというわけではありませんが、唯

一ある名所なのかなというふうに認識し

ておるところでございます。 

 そういったことで言うと、このたび修繕

することによって、車体本来の塗装色に戻

るという点においてもＰＲできるんでは

ないかなと考えております。 

 リニューアルの件については、なかなか

こういった財政状況でございますので、

我々担当課の思いとしては、リニューアル

させたいというふうには非常に思ってま

す。提案も内部でさせてもらってます。た

だ、なかなか難しい現状がございますが、

ちゃんと視野に入れた形で、担当課として

は考えております。 

 その次に、トイレレンタル料なんです

が、これも新幹線公園つながりになるんで

すけれども、この桜のシーズンに、新幹線

公園にトイレを１基増設するものです。桜

のシーズンになりましたら、ふだん常時公

開しておる来園者の数よりも、桜の相乗効

果がございまして来園者が倍増いたしま

すので、桜のシーズンだけで、トイレの増

設はよいのではないかという考えで、経費

の関係もございますので、シーズンのみト

イレを１基増設、あと手洗器も増設してる

というところでございます。 

 最後に、緑化推進費というところで、こ

の費用が緑化につながってるのか、という

委員のご指摘であったと思います。 

 平成２６年３月に、緑の基本計画を改訂

いたしております。その中身については、

委員からも先般、９月の本会議のときにも

ご質問を頂戴しているところでございま

すが、公園の面的な整備というのは余り考

えられないのかなと。先ほど明和池公園が

新設されると言うときながら、その先での

整備はどうなのかというところでもある

んですが、ただ、市域の９割が市街化区域

でございまして、新たな土地を誘致して公

園化していくというのは、現状、財政を含

めましてなかなか難しいかなというふう

に考えを新たにしまして、この緑の基本計

画の中では、市民と取り組んでいく花壇、

これを中心に持っていきたいと。ちょうど
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摂津市には、これも唯一あるんですけど、

他市にはないんですけどね、鶴野苗圃がご

ざいます。鶴野苗圃で取り組んでらっしゃ

る方々、ボランティアの方もおられます

し、また、我々人材育成という形で実践教

室も、１年２３回通して開催しておりま

す。非常に多くの方が出入りしていただい

て、緑化に取り組んでいただいてるところ

がございます。 

 その機能を、地域の、例えば都市公園に

持って行けないかという検討をいたして

おるところでございます。これも、実際に

は、緑の基本計画の重点的な施策としても

位置づけてございます。来年度においての

取り組みなんですけれども、今回、緑化推

進嘱託員１名、もう増員させてもらってま

す。というのは、外へ向かってＰＲしてい

くには、やっぱり技術的提供というのは必

要になってくるだろうというところもご

ざいますので、地域で新たに花壇活動して

いただける人材を発掘することとなおか

つ、高齢化によって鶴野苗圃になかなか来

られない方々も、その専門員さんが、地域

に行きまして、直接指導していくというと

ころのほうが、よりその地域で緑が広がる

のではないかなと、そういう考えがござい

まして、各地域の都市公園、これ地元自治

会さんに働きかけをしながら、公園内で苗

圃活動が展開できないか、進めておるとこ

ろでございます。 

 ちなみに、これも今年度においては、別

府公園で地元自治会に働きかけを行って、

もう既に、今年１０回園芸教室を開催させ

ていただいております。これは、行く行く

は市民主体で苗圃の管理を行っていただ

いて、さらには地域、これは民有地も含め

て、緑化を広げていけないかというような

期待を込めた中で取り組んでまいりたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午前１１時５４分 休憩） 

（午後 ０時５７分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 答弁を求めます。 

 江草課長。 

○江草都市計画課長 中川委員の十三高

槻線、吹田工区の状況について、答弁させ

ていただきます。 

 十三高槻線につきましては、本市として

も一刻も早い開通を望んでおるところで

ございます。 

 大阪府におきましても、吹田区域につき

ましては当初阪急電鉄の連続立体交差事

業、阪急電鉄の計画があったため十三高槻

線との交差部につきましてはアンダーパ

スでの計画がなされておりました。ところ

が連続立体交差、吹田市域での事業のめど

が立たないということになりまして、十三

高槻線の早期工事完成を目指しまして、阪

急電鉄の上を越すオーバーパスという形

で計画も変更されまして、早期に事業を達

成するように努力されております。 

 道路工事でございますので、事業用地内

には地権者等いらっしゃいますので、その

事業の完成時期については現在大阪府の

ほうでは平成３２年３月３１日をめどに

事業を実施されておるという状況でござ

います。以上でございます。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは中川

委員の質問にお答えさせていただきます。 

 道路管理課にかかるＯＡ機器管理事業

の平成２７年度、２７万３，０００円が２

８年度に２２５万９，０００円と１９８万

６，０００円に増えてると、パソコン７台
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プリンターが４台という内容は同じなの

にということをお問いでございましたけ

れども、積算用のパソコンが今３台ござい

ますけれども、平成２０年に購入したもの

でございまして、積算用ソフトに対応しな

くなってきておるということで更新３台

を考えておりまして、印刷機、プロッター

の更新費とＣＡＤソフトの購入、またＬＡ

Ｎ回線を今４階から５階に延ばしておる

んですけれども、今回２階のほうにそうい

う機器が置かれますのでそちらから持っ

てくる費用と合わせまして増額となって

おるものでございます。 

 それと土木維持作業の平成２６年度が

５，０００万円、２７年度が５，４５０万

円、２８年度が６，１７０万円と増額とな

ってきている経過についてでございます

けれども、これにつきましては土木維持作

業務委託といたしまして市内の全域の主

に公共的な施設の維持管理作業に、トラッ

ク１台、運転手と作業員１名または２名の

組み合わせによりまして、単価契約により

まして前期、後期に分割発注しているもの

でございます。 

 ただ、平成２５年に４，８００万円で計

上しておりましたけれども、その際、年度

途中に急激な労務単価の上昇がございま

して、変更までして対応してきたものでご

ざいます。そのとき約１割程度上昇してお

りました。平成２６年につきましては、そ

れから１割も上昇しない５，０００万円と

いう内容で作業しておりましたので、件数

と価格の対比はちょっと難しゅうござい

ますけれども、平成２４年には８００件補

修作業できておったものが平成２５年６

５０件程度とかなり抑えざるを得なかっ

たというところがございまして、２６年度

でも決算で行きますと７３０件、まだ２４

年に追いついておらないという状況でご

ざいました。２７年度も増額をお願いして

おりまして、続きまして２８年度は労務単

価の上昇が５％程度という通達が来てお

りますので、その中で何とか現状の作業な

りともやっていきたいというふうに思っ

ておるところでございます。 

 それと道路補修費が、平成２６年が１億

７，２２０万円、平成２７年度が１億８，

８００万円、２８年度２億２，６００万円

と上昇してきている内容でございますけ

れども、平成２８年度につきましては平成

２７年から道路維持補修の工事費に６，６

００万円のプラスをしていただきまして

１億５，５００万円、この増えたものが大

きな要因でございます。 

 それと電力の件でございますけれども、

この電力売却収入につきましては阪急の

摂津市駅、駅前広場にございますバス停留

所の屋根の部分にソーラーパネルを設け

ていただいておりまして、それより発電し

た動力を関西電力のほうに売却しておる

ものでございます。予算上は２，７５０キ

ロワット、年間で単価１キロワット当たり

４８円で年間１３万２，０００円を計上い

たしておりますけれども、２５年、６年当

たり大体２，５００キロ程度、１２万円前

後を推移しております。電力自由化でとい

うお話でございましたけれども、自由化に

なったときに今の単価より高く買ってく

れるところがあるかというところになる

かと思います。発電力量は毎年同じぐらい

なんで、あと単価上昇が見込めるところが

あるかどうかということになろうかと思

っております。 

 それと橋梁の長寿命化の件でございま

すけれども、平成２６年４，５００万円か

ら平成２７年８，３００万円、平成２８年
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度につきましては１億１，４００万円でお

願いしておるんですけれども、毎年今後も

続けていくのかというお問いでございま

した。橋梁は１６９橋ございまして、平成

２５年に３９橋の長寿命化修繕計画を立

てております。その中で順次やっておりま

して、事が起こってからではなくて予防保

全という形で進めておりますので、それを

順次続けていくということになろうかと

思います。 

 ２６年からは、その長寿命化以外の小さ

な橋梁についても点検を始めております。

その点検を始めた中で、またもし悪い場所

が出てきました折には修繕ということが

出てまいりますので、常に修繕を続けてい

くことにはなろうかと思います。以上でご

ざいます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 １点、質問に対して

の回答が漏れておりましたので、回答させ

ていただきます。 

 過誤納還付金についてのお問いでござ

いますが、これにつきましては自転車の定

期利用者、解約された場合の還付金を還付

するための予算を組んでおりまして、年度

をまたいだ場合の出納閉鎖後の還付金に

ついての予算組みをさせていただいてお

ります。 

 平成２７年度が２０万円で予算組みさ

せていただいておりましたが、実績によっ

て２８年度は１０万円という形で計上さ

せていただいております。この金額であれ

ば出納閉鎖後の解約金の返戻等もできる

という見込みで計上させていただいてお

ります。以上でございます。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは２回目の質問

をさせていただきます。 

 いろいろと、本当に順番がばらばらにな

ったりして御迷惑をかけました。 

 それでは道路管理課の土木維持作業の

委託料の件からお伺いしたいと思います。 

 この年々上がっていくのは労務単価の

上昇という捉えだということはわかりま

した。ただその８００件が基準になって６

５０件、７３０件、その８００件の仕事が

基本だというようなお話だったと思うん

ですけど、この８００件というのは妥当

で、どういうふうな最低必要限度の仕事な

のか、どういうことなのか、もう一度お伺

いしたいと思います。 

 それと道路ですから、ライフサイクルコ

スト、要するに造って管理して償却しての

考え方があると思います。道路舗装でした

ら表面を直しただけとか、いろいろそうい

うので道路の舗装の維持管理コストをい

かに性能を保ちながら、担保しながら費用

をかけずにやるのが道路の補修作業の難

しいところだと思いますけれども、そのラ

イフサイクルコストをどういうふうに考

えられているのか。 

 あとは市道延長はどれぐらいあるのか、

前に教えていただいてましたが、今すぐ出

ないんですけれども、摂津市の舗装構成、

よく道路舗装要綱、今で言う舗装設計施工

指針に交通量の区分が１から７ぐらいま

で多分あると思うんですけど、ＣＢＲを設

計してＴＡ法で計算してその舗装の断面、

表層だとか路床とかするんですけど、そう

いうふうな考え方、信頼度を何％にしてど

ういうふうにする。設計どおりの補修をし

てるのか、お金がないから一回表面だけ補

修して根本的な解決にならないから、また

お金が出ていくのか、その辺のジレンマが

いろいろあると思いますけれども、どうい

うふうに補修方法の検討を考えているの
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か、その指針とかにのっとってどういうふ

うに管理されてるのかお教えいただけれ

ばと思います。 

 道路交通課の交通安全啓発事業、消耗品

だとかジャンパーの予算でお金の前後を

しているというのはわかりました。何遍も

言うように、道路交通法が去年施行されて

ますので、自転車の方の安全の啓発をしっ

かりやっていただきたいと思います。 

 それと、道路交通課の安全啓発事業で自

転車の運転者講習の義務づけの件ですけ

れども、２件あったと、それも二人乗り、

多分二人乗りするぐらいですから学生だ

と推測されるんですけども、この学生の場

合一般の方と違ってどのように対応され

たのか。同じように当然義務講習を受けて

おられるんですけども、その費用というの

は例えばその当事者が払うんじゃなく保

護者が実際に払ったのか、その辺のいきさ

つ、もしそれが学生だった場合どういうふ

うな対応をされたのかお教えいただけれ

ばと思います。 

 次に、交通安全推進協議会補助事業１１

５万５，０００円の件ですけれども、５６

団体が日々安全に取り組むというふうに、

文化ホールの大会だとかキャンペーンを

されてるということですけれども、すごい

内容はいいとは思うんで否定はしないん

ですけれども、これを本当に事業でやるこ

とに対しての費用対効果、取り組みを否定

しているわけじゃないんですけども費用

対効果、本当にこの１００万円のお金が市

民にとって効果をもたらしているのか。逆

に言えば、この１００万円がハードな面、

いろんな安全の反射体だとか鏡だとかそ

ういうふうなところに目に見える形で、効

果がなければって言ったら失礼なんです

けども、ハードの分で回せないものなの

か。しっかり今まで継続してやられてるか

ら来年度も、次年度もというんじゃなく、

本当にどういうふうな効果、成果を毎年見

越しておられるのかをお教えいただけれ

ばと思います。 

 次に、道路交通課の路面表示の件なんで

すけれども、一つ素朴な質問なんですけど

も、以前道路の路面標示というのは「とま

れ」だとか命にかかわるような標示以外は

基本的に路面標示はしないというふうな

方向性が出されたのか、そういうふうな話

をちらっとお聞きしたと思いますけども、

この自転車マーキングだけでそういうふ

うに交通安全帯をつくったりするってこ

とがいっぱいできるんであれば、いろんな

ところにマーキングしたらいいなと思う

んですけれども、単純にそういうところの

整合性はとれているものなのでしょうか、

お教えいただきたいと思います。 

 そして、先ほどのモノレール南摂津駅の

ところが、比較的道路は広いと思います。

今後、狭い道路における自転車道だとか歩

車道分離とかそういうところの対応はど

ういうふうにお考えなのか、お教えいただ

ければと思います。 

 次に放置自転車等対策事業ですけれど

も、先ほど３年ごとの契約というのはお話

をいただいて、内容はちょっと御説明がな

かったような気がするんですけど、多分こ

こに駐車したらだめだよと言う方々の人

件費だとか、そういうのが入ってると思う

んですけれども、この費用も同じですけれ

ども先ほどの、本当にこれの効果があるの

か。毎年続いてるから事業費として出して

るのか、やっぱりお金は有限ですので効果

が本当に検証されて生かされているのか。

逆に言えばこのお金結構いい金額ですん

で、もしそういうふうに多少でも不自由は
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感じながらでも我慢できる範囲であれば

この資金を駐車場の確保だとかハード面

の整備、土地の購入費の一部に充てるとか

そういうふうに充てることはできないの

かというところをお教えいただきたいと

思います。自治体の財政状況や地域性があ

るかもしれませんけど、違法駐車の指導員

とかそういうのがいない駅前だとかそう

いう商業施設の市街地だとか幾らでもあ

ると思いますんでその辺の費用対効果を

どうお考えなのかお教えいただきたいと

思います。 

 次に、正雀駅前の件ですけれども、もち

ろんガードマンというのは現実問題いろ

いろ問題があると私自身も認識しており

ます。何の権限でおまえ立ってるんだと

か、やってるんだとか、いざこざが絶えな

いと思いますので最低限、その運転者の目

線以下に今路面標示で７時から９時通行

禁止って書いてますけど、この目線より上

のところに横断幕的に看板みたいなもの

をつけてもらえるだけでも、私の推測です

けど多少はもっと認識率が上がって少な

くなるんじゃないかなというふうに思う

んですけれども、その辺のお考えと整備し

ていただけないかということをお聞きし

ておきます。 

 あと正雀の駅北側には健都というのが

開発されます。先ほど触れませんでしたけ

ど、その正雀の駅周辺には今再開発事業だ

とか何もないと思うんですけれども、十三

高槻線が仮に今アンダーパスの先がきれ

いになったとしても、循環バスができる程

度なのかなというふうに感じますけれど

も、これは何度もお聞きしているかもわか

らないですけど、もうちょっと健都と正雀

駅周辺がリンクする、かかわれるハード的

な橋や道路そういうふうな整備のお考え

はないのかお伺いしたいと思います。 

 それと公共交通整備事業の件は、ＩＣポ

イントカードなど、バスの中の部分の整備

費ということで理解しました。でも、私が

思う公共交通整備事業というのは何度も

いろんな方が取り上げられてますけど、要

するにバス停の歩道幅員の確保だとか、当

然道路のほうになりますけども、椅子、雨

よけそういうふうなバスの利用者、特に鳥

飼地域の方は鉄軌道、電車に乗るのがバス

に乗っていかなきゃ行けないという不便

をおかけしているわけですから、バスに乗

るときはせめて気持ちよく、快適にバスに

乗ってもらえるような環境づくりは、土地

の取得だとかいろいろ問題、お金がかかる

のもわかりますけれども１年に１つ、１０

年に１つでもそういうふうな方向性を出

してもらうような対策だとかお考えはな

いのかお伺いしたいと思います。 

 あと市内循環バス、先ほど正雀の駅前に

入ってきたということや朝夕の始発や終

発の時刻の繰り上げ、繰り下げで利用者が

増加したというふうにお聞きしてますけ

れども、さらなる市民のサービス向上に向

けて何かお考えなのかお伺いしたいと思

います。 

 あと電気機関車の件ですけれども、数少

ない摂津の名所だと私は思っております。

私も桜の季節には何回か行かせていただ

きましたけど、本当にいいところだなとい

うふうに常々思っております。 

 ５００人、６００人の観光客、市民の方

がその時期に訪れるということですけれ

ども、これもいろんな方がお話をされてる

とは思いますけれども摂津市の唯一って

言ったらあれですけど観光名所だと思い

ますので、さらなる整備、当然お店もなけ

れば駐車場も目の前にないいろんな問題、
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隣は今係争を抱えてるＪＲ、にっちもさっ

ちもいかないような状況、問題だらけです

けども何かいいお考えはないのかお伺い

したいと思います。 

 あと緑化推進の事業ですけれども、私は

緑が欲しい緑が欲しいって言ってる割に

は余り木や花のことは詳しくわかりませ

ん。でも、先日ちょっと疑問に思ったのは

市役所の目の前、ポリテクセンターの前で

大きいユンボを使って花の入れかえをし

てたと思います。土ごと入れかえて大規模

な作業をしてるなというふうに感じたん

ですけれども、摂津市役所の目の前、メー

ン通りということで市が少しでも華やか

にという気持ちで入れかえたりされてる

のかなというのはわかるんですけども、何

かすごい素朴な質問ですけれども何かも

ったいないような、手を一回入れれば年中

緑できれいになっていればいいなと、何か

そういうやり方なり方策というのは毎年

入れかえなくても済むような方法はない

のかなというふうに感じますので、何かそ

ういう方法論みたいなものは何かないの

でしょうかということをお聞きしたいと

思います。 

 あと、ららぽーとがオープンしての渋滞

の件ですけれども、特に渋滞がなかったと

いうことはすごい安心して安堵してます。

ただ、事前に阪急さんだとか三井さん含め

茨木、近隣市町村を含めて連絡協議会とい

うのをやって相談されてたということは

私は知りませんでした。本当にいいことな

んだなと思ってます。 

 逆にこの連絡協議会というのは今でも、

オープン後でも定期的に開催し、地域の問

題とかの解決の場というか問題提起の場

になっているのでしょうか、その辺をお伺

いしたいと思います。 

 あと十三高槻線ですけれども、当初、阪

急を連続立体交差にするためにアンダー

パスというふうになってたのを、オーバー

ブリッジにするということのメリットと

どれぐらい工法が短期になってどれぐら

い仕様が安くなるのか、それをお教えいた

だきたいと思います。 

 あと一津屋の交差点なんですけれども、

本当にいろいろ御尽力していただいて本

当につらいと思いますけど、信号の調整ぐ

らいでしか渋滞緩和の調整ができないと

いうのは管理者としてつらいと思います

けれども、できるだけよく言われるバスの

レーンやカラー化そういうのを当然今ま

で何十回、何百回検討されておられるとは

思いますけれども、やっぱり一津屋の交差

点というのは摂津市の中の心臓部、道路で

いったら一番のネックの部分だと、私は思

います。 

 よく安威川以北、以南という言葉もあり

ますけれども、なかなか交通や人の流れる

ものが移動しないというのはそういうふ

うな一津屋で詰まっているからその以北、

以南で分かれるようなイメージでさえ感

じてしまいますんで、再度、一津屋の交差

点何とかならないものなのか、ワンオール

摂津になる、一体感のある摂津になるよう

にするにはやっぱり一津屋の交差点の渋

滞、それが解消されるのが一番だと思いま

すんで、その辺のお考え方をもう一度教え

ていただければと思います。以上です。 

○野原修委員長 中川委員、今のも全部府

の事業で、市役所前の植木の入れかえ、あ

れも大阪府茨木土木事務所の管轄の話に

なってきますんで。 

答弁を求めます。 

山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、中川
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委員の２回目の質問にお答えさせていた

だきます。 

 土木維持作業の労務単価による８００

件がいいのかどうかということだったと

思うんですけれども、実績といたしまし

て、件数と単価とどう反映させるかという

のは難しいんですけれども、実績といたし

まして２４年度には８００件を超える作

業ができておりました。実際には、労務単

価によりまして単価は決まるもんですが、

それに大きく左右されるものでございま

す。１日当たり何班体制を入れるのか、２

班やったらどれだけの件数ができるのか、

３班に増やせば５割増しのことができる

ということで通常３班入れてたものを２

班にせざるを得なかったということがあ

ったので、実際的には件数が減ったのかな

というふうには推測しておるところでご

ざいます。 

 それと舗装の件でございますけれども、

何とか安くできないかということは常々

考えております。以前は舗装厚が２層以上

あるものにつきましては表面削って、表面

だけはきれいに仕上がるというような方

策でやってた時期もありました。そのとき

には、面積的にはかなり稼げるんですけれ

ども対応年数的にまたライフサイクルコ

ストということで言うと対応年数が短く

なってしまうということがございまして、

新設道路でありましたら先ほど委員おっ

しゃったようにＴＡ計算をして、もつもの

という形で造られておりますので、補修の

際には表面だけでもということは考えて

おります。ただ、現地を調査いたしまして

表面だけで済むことなのか、あるいは２層

あった２層とも打ちかえるほうがライフ

サイクルコスト的にいいのかというのも

現地を確認した上で対処をしているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○野原修委員長 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 中川委員の２回

目の質問に対して答弁申し上げます。 

 電気機関車、新幹線公園の関係の２回目

の質問に答弁させてもらいます。 

 公園の今後のリニューアルの中でシェ

アを入れた効果ということなんでしょう

か。我々、今あくまでの取り組みとしまし

て、これはライオンズさんと５か年で市役

所の前からハナミズキをずっと列植して

いって、新幹線の入り口にちょっとサトザ

クラという桜が２本あるんですが、その新

幹線と市役所をつなぐそういう緑化の取

り組みをやっていただいており、あと市民

団体さん、これは新線組さんなんですが、

新線組さんはちょうど公園の入り口付近

で植樹もされており、樹木と花などの管理

もやっていただいております。そういう形

で地域、それから外の方々に対しては我々

がホームページないし、メディアの関係で

すね、そういったことも利用しながら情報

発信をしてまいりたいなというふうに考

えております。 

 それから一昨年でしょうか、貨物さんが

照明灯を数基、公園側のほうに照らしても

らうような形にしてもらい、公園だけじゃ

なく貨物さんのヤードもそうなんですが、

兼用をしてもらえるようなそういう照明

をつけていただいております。そういう形

では事業者と市民と我々が連携して協働

で取り組んでるものでございます。以上で

す。 

○野原修委員長 土井次長。 

○土井都市整備部次長 それでは、健都と

正雀との連携ができないかという質問に

答弁させていただきます。 

 正雀地区の現状で、今健都と結ぶという
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ことは阪急電車を越え、またＪＲも越える

ということで非常に困難であると考えて

おります。ただ、現在十三高槻線が工事中

でありますし、ＪＲ岸辺では豊中岸部線が

ＪＲのガードができております。将来的に

はこの十三高槻線と豊中岸部線がつなが

りましたら正雀地域から健都のほうへ循

環バスとかそれらの交通の導線もつなが

るものと考えております。 

 現状で新たにということはなかなか難

しいというふうに考えております。以上で

す。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、道路交通

課にかかわる質問に対してお答えさせて

いただきます。 

 まず、検挙された学生の場合の対応につ

いてでございますが、これは中川委員から

一般質問でありましたときに答弁させて

いただいたかと思うんですけども、学生で

あっても検挙されたらやはり反則金、罰金

がかかってきます。学生であったかどうか

というのも警察のほうからの確認はとれ

ておりません。 

それから交通安全推進協議会の件なん

ですけれども、この団体につきましては、

先ほども申したように摂津市長を会長と

して筆頭にしまして、摂津警察署あるいは

交通安全自動車協会、また市内の小中学

校、高校、それと地元自治連合会あるいは

商工会や老人クラブ等々を含めた団体に

なっております。 

 この各会員を通じて、学校関係者であれ

ば生徒への交通安全の指導もしていただ

いておりますし、また自転車について６月

１日から法改正があって、自転車に対する

講習制度の実施等もあって厳しくなって

おりますので、会員さん向けに自転車安全

利用指導講習会の実施をさせていただい

て、会員それぞれの方々が協会のほうから

認定証をいただいて、地域あるいは民間企

業の会社員等々に自転車の利用に対する

指導も行っていただけるような体制づく

りもしております。これがうまいことネッ

トワークができれば、市民の方々へ浸透し

ていって費用対効果も上がってこようか

と思います。 

 それから路面標示についてでございま

すが、まず路面標示につきましては横断歩

道だとか停止線とまれ、このような規制に

ついては公安委員会、摂津警察府警本部の

管轄になってきます。それ以外の安全啓

発、注意に関しては道路交通課所管で路面

標示させていただいておりますが、やはり

生活道路の中で危険箇所につきましては

摂津警察署とも協議を行いまして対策に

努めております。狭い道路の対応につきま

しても、危険箇所であれば、路面標示ある

いは電柱への巻き看板等によって安全対

策を努力しているところであります。 

 次に、違法駐車の内容でございますが、

これは市内の違法駐車防止に関する条例

に定める重点地域及び重点路線における

違法駐車防止に関する助言、啓発活動を行

っておりまして、悪質な違法駐車につきま

しては警察への通報もして移動をしてお

るような状況であります。 

 重点地域としましては千里丘駅及び阪

急正雀駅周辺の路線、それとその地域内に

ある重点路線を決めておりまして、徒歩に

よって指導啓発を行っております。 

 それと、そのほかにも鳥飼地域を重点に

パトロール車によって巡回活動を行って

まして、違法駐車に対しては啓発チラシを

自動車のワイパーに挟み込み、また車載マ

イクで呼びかけなど広報活動も実施して
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おります。 

 また、市民からの要望等がございました

らその地域にそういった広報活動を展開

しております。 

 それから成果につきましては、よく民家

の少ない工場だとかあるいは公園周辺な

んかで違法駐車がよく見受けられますが、

この業務に伴って巡回をかけてチラシ啓

発のチラシ等を挟み込み啓発を行ったと

ころ、ついこの間ではあべりあ公園で違法

駐車が多かったんですけども、かなりの台

数が減ってるような状況であります。 

 それから正雀駅、目線より上に啓発のも

のをつけられないかというようなお問い

でございますが、現場のほうは警察が上げ

てる規制標識が目線より上にあります。ま

た、その支柱を利用して道路交通課のほう

が立て看板等も設置しておりますので、立

て看板、道路標識、規制標識、それと路面

標示、その三体掲げさせていただいて啓発

はしておりますので、これからもっと大き

な目につくようなとなりますと、支柱が大

きなったりとか基礎が大きくなったりと

かそういったことが出てきますので、現状

できる限りのことはさせていただいてお

ります。 

 またバスの環境づくりにつきましてで

すが、市内の循環バスだとか公共施設巡回

バス、これらについては利用者のアンケー

ト等も行いながら利便性の向上を図って

おるんですけども、バス事業者が運行して

る路線バスにつきましても設備をかえて

ＩＣカード化にしたりあるいはバスロケ

ーションシステムを導入して現在地の位

置情報を携帯の端末機等で見れるような

システムも構築されております。そこの事

業に対して市もやはり利便性、活性化等も

考えて補助を出してるわけでございます。

２８年度も利用者のことも考えて加算す

るポイント制度に対する補助も出させて

いただいております。 

 このバスロケーションについては今現

在京阪バスがそのシステムを導入してお

るんですが、今後阪急バス、近鉄バス等も

恐らく導入してくるだろうと思います。そ

れによって現在地がわかって、運行の状況

等もわかってバスの環境づくりとしては

向上していくのではないかなと思います。 

 それと循環バスさらなる利便性の向上

の問いでございますが、やはり道路の整備

がその運行ルートには必要不可欠なもの

でありまして、昨年度のように幹線道路、

十三高槻線が完成した場合、運行ルートの

拡大は図りたいと思いますが、今後もその

道路整備にあわせてより利便性が上がる

ような交通環境を実施していきたいと思

います。 

 それから、ららぽーとオープン後の協議

会の継続についてでございますが、一旦エ

キスポシティも開業し、ガンバ大阪のそう

いったスタジアムもオープンしておりま

す。それぞれの部署が組織の解体等もあり

まして、あと一回最終的な協議会を開催す

るって聞いておりまして、それをもって一

旦は解体するんですが、今度は窓口、事務

局としては吹田市の道路関係部署がなる

と聞いております。やはり今後も現場の渋

滞状況に応じて、また名前が変わって協議

会等が立ち上がっていくんではなかろう

かと思っております。以上でございます。 

○野原修委員長 中川委員。 

○中川嘉彦委員 いろいろとありがとう

ございました。 

 それでは最後に、これは自分の要望を言

わせていただきたいんですけど、摂津市内

の公共交通の整備の観点からの要望とさ
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せていただきます。 

 ことしは、摂津市は節目の５０周年を迎

えます。市長はさきの代表質問でいろいろ

な次なる５０年について語られました。し

かし、私は少し物足りなかったと感じてお

ります。それは大きなグラウンドデザイン

が示されていないように感じたからです。

その１番は地下鉄の延伸の話がなかった

からです。地下鉄の延伸は摂津市にとって

夢と希望です。人口減少を解消するための

出生率を１．８と想定されて。 

○野原修委員長 中川委員、市内環境バス

とかそのことについての思いはいいです

けど、予算に関係ない部分というのか、思

いの部分は、その循環バスとか市内に関し

ての思いを言ってもらったらと。 

○中川嘉彦委員 それでは以上で終わり

ます。 

○野原修委員長 次に、弘委員。 

○弘豊委員 それでは、よろしくお願いし

ます。 

 今回、監査委員でもありますので、予算

の中身、それぞれ項目ごとのところは控え

させてもらおうと思ってるんですけれど

も、幾つか新規事業の確認の意味での中身

の点と、今回、機構改革によって部でもい

ろいろと変更があって、具体的に事務の中

身等々も変わってくる部分があるんだろ

うなというふうなことも思ってて、その点

に関してお聞きしておきたいと思います。 

 最初に、新規事業のところでありますけ

れども１点目、特定空家対策事務事業で

す。これは先ほど中川委員のほうの答弁で

もあったんですけれども、ちょっと具体的

な中身のところがわかりにくくて、事務経

費ということでこの１０万円は調査研究

に充てられるというふうに思うんですが、

空家対策としての担当というふうなもの

がこの建築課ということではなしに、庁内

で連携もし合って進めていくけれども、今

回こういう予算ができてますよというふ

うなことなんだと思うんですが、この建築

課で取り組む具体的な中身をもう一度教

えてもらえたらと思います。 

 ２点目に、予算概要の９０ページに駅前

広場施設管理事業、これも新規事業で入っ

てます。道路管理課の分なんですけれど

も、この事業の中身についてお聞かせくだ

さい。 

 それから３点目に道路交通にかかわっ

て、正雀三島線道路改良事業とそれから東

別府５丁目地内道路整備事業が上がって

おりますけれども、この詳しい中身につい

てお聞かせいただければと思います。 

 もう一点、これは下水道業務や下水道事

業が今回機構改革で大きく変わっていく

んですけれども、その中で予算概要で９０

ページ、排水路ポンプ場管理事業があっ

て、その中身のところでポンプ場施設等維

持管理業務の委託料が今回２，５６１万

３，０００円と組まれてます。昨年までの

ところとここのところが変わってるなと

いうふうに見えるのと、それから予算書の

８ページの債務負担行為で来年度以降の

部分が上がっているんですけれども、そこ

らの事業の流れについてお聞かせいただ

きたいと思います。 

 それとあと、水防事業や水防事務事業

が、これもこの水みどり課のほうに入って

いくというようなことで、概要のほうで１

０４ページに上がっております。そこのと

ころで例えば豪雨災害、大雨が降ったとき

に市民の方が土のうを取りに来られるみ

たいなことがこれまでも市役所のほうに

問い合わせがあったりもしてたかと思う

んですけれども、これまでだったら下水道
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事業課のほうで受けてたのが今後は水み

どり課のほうになるという受けとめでい

いんでしょうか。 

 また水防事務事業のところで、これは安

威川ダムの水特法負担金がこれまでと比

べて１００万円ほど増えてるなと思うん

ですが、そこのところもちょっとあわせて

聞かせておいてください。とりあえず、私

のほうからは以上です。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、弘委

員さんの１回目の質問にお答えさせてい

ただきます。 

 予算概要の９０ページになります駅前

広場施設管理事業（新規）というものの問

いだったかと思うんですけれども、これに

つきましては千里丘の駅前のエスカレー

ターがございます。平成２６年から道路管

理課のほうで所管することになりました

けれども、このエスカレーターは平成５

年、６年に設置されたものでございまし

て、通常の修繕料は毎年計上して軽微な修

繕はいたしておったんですけれども、２０

年を超えた中で大規模な修繕が必要にな

ってきたと、耐用年数もかなり来ておると

いうことで今回改めて上げさせていただ

いたものでございます。以上でございま

す。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

質問にお答えさせていただきます。 

 まず正雀三島線道路改良事業について

でございますが、業務内容としては道路の

詳細設計委託でありまして、場所につきま

しては旧味舌小学校跡地で正雀三島線沿

いに面したところの歩道整備にかかわる

委託を発注していくものでございます。 

 詳細については、また教育委員会とも詰

めながら進めていくかと思います。 

 それと東別府５丁目地内道路整備事業

についてでございますが、これも道路の詳

細設計委託でありまして、場所につきまし

てはメモリアルホール、これの方角でいき

ますと西側の部分でありまして、鳥飼水路

沿いの東別府１号線とメモリアルホール

の裏手の専用駐車場、ここを結ぶ道路の整

備のまず委託をかけるという内容でござ

います。以上でございます。 

○野原修委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 弘委員の特定空家対策

にかかわります具体的な中身はどうなの

かと、建築課で取り組む内容はどうかとい

うようなお問いがございました。 

 先ほど中川委員の質問にもございまし

たように特定空家、これは新しく法律がで

きたことによりましてこの特定空家とい

う概念が国のほうからも示されておりま

す。それに対して、今現実対応としまして

は苦情対応ということで自治振興課が受

け付けをされてそれぞれ関係されてると

ころが、ごみの問題であったりだとか雑草

の繁茂の問題であったりだとか、あと防

災、防犯そういったもろもろ関係する課で

協力し合って対応してるところではござ

いますが、もともとこの建物は個人財産で

ございますんで、なかなか行政が手を下す

という部分については一定制限もかかる

ところでございます。そういった中で、新

しい法律の中でそのようなところに関し

て特定空家という形の認定をすることに

よって市町村長が一定の手続、ルールに基

づいて手を出せるような仕組みが今回示

されたところでございます。ただ、相続発

生による問題であったりだとか所有者不

明による問題そういった諸々の事案が多
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数あるということは全国的な事例でもあ

る状況でございますので、そういったとこ

ろを具体的な取り組みとして建築課が主

になった形で庁内の横断連携体制を構築

しながら調査研究に取り組んでまいりた

いと考えております。以上でございます。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 弘委員の１回目

の質問につきまして、ポンプ場の施設など

維持管理業務委託料についての内容と、そ

れから債務負担行為についての質問につ

いてお答えさせていただきます。 

 まず、従前からですけども集中管理室の

維持管理業務委託料というものがありま

した。これは３年契約でやっておりまし

て、ことしの４月末で契約が切れるものに

なっております。今回ですけれども、機構

改革に伴うこともあるんですけれども、ポ

ンプの設備の保守点検や、あるいは集中管

理室の取水ゲート施設保守点検委託料な

ど、いろいろ点検などの委託料がほかに発

注しておったんですけども、これを全てま

とめて１つの委託として発注するように

来年度は予定しております。その分で新し

く名前を変えたという形になっておりま

す。それで工期につきましては、今回は２

年半を考えております。つまり今度につき

ましては、工期末は平成３０年の９月末を

考えております。そのために、その分の来

年、再来年の債務負担を上げさせていただ

いてるというような形になっております。

よろしくお願いいたします。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは下水

道業務課にかかわります質問にお答えさ

せていただきます。 

 安威川ダムの水特法１２条負担金につ

きまして、前年度より約１００万円近く増

えているということについてのお問いで

ございます。 

 この分につきましては、平成３３年まで

の全体としての負担額というのがもう定

められておりまして、それが細かく１年ご

とに負担する額というのが割り振られて

おります。その額として、この２８年度が

２９９万円７，０００円という額になって

いるということでございます。以上です。 

○野原修委員長 山口部長。 

○山口土木下水道部長 水防事業の関係

でお答えいたします。 

 概要の１０４ページの水防費の件でご

ざいますけども、２７年度までは下水道事

業課の下水道管理係のほうで水路関係は

管理しておりました。２８年度からは水み

どり課の水路係で水路を管理しますので

土のう等の要請等は水みどり課のほうに

行っていただいて結構です。ただし、土の

うの運搬等は委託業者、職員等で行ってま

いりたいと考えております。以上でござい

ます。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 弘委員さんの

質問に答弁漏れがございました。 

 駅前広場の施設管理事業なんですけれ

ども、エスカレーターは東口のエスカレー

ターでございます。それとフォルテと駅舎

を結ぶ橋上の屋根の部分の雨漏りといい

ますか防水の一部も修繕を予定しており

ます。以上でございます。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 では最初に、特定空家対策事

務事業のところで今お答えいただきまし

た。特定空家という概念が今回初めてとい

うことの中で、これが特定空家ですよとい

うふうなことの指定とか、そういったこと

についても基準といいますかそういった
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ものが設けられて把握もしていかれるん

だろうなというふうには思うんですけれ

ども、そこらあたりのことについても詳し

く聞けたらと思います。 

 あと庁内横断的な連携の中心になって

というようなことで言ったら、大層苦労も

されるんではないかなというふうには思

うんですけれども、これまでも課題として

はずっと上がっててなかなか解決が難し

い問題という中ででは、そういったところ

の体制的な問題では現行の建築課の中で

やられていくというようなことでよいの

でしょうか。そこのところを教えてくださ

い。 

 次に駅前広場施設管理事業で千里丘の

エスカレーターと歩道橋の屋根等々とい

うようなことでお聞きしました。千里丘の

ことでいいますと、確かにいろいろと問題

あるなというふうに私も身近におって感

じてるんですけれども、ずっと水滴が滴り

落ちる、そこのエスカレーター下の身障者

乗り場のところに行くあそこの通路の屋

根のところとかもずっとのことでありま

すし、また駅前広場の路面なんかもよくタ

イルが割れては貼り替え、割れては貼り替

えみたいなことが続いてるかと思うんで

すけれども、抜本的にあそこのところの状

態というふうなことの把握なども必要な

のかなというふなことも感じております。 

 エスカレーターでいいましたら、つい数

年前にも雨の水が入って修繕で大きな予

算がかかったことがあったんじゃないか

なというふうに思ったりするんですけれ

ども、今回の部分でいうと２７０万円の予

算、これでどの程度対応できるのか、そこ

らあたりの部分についてもお聞かせ願え

たらと思います。 

 ３点目で、道路交通のほうで聞かせてい

ただきました正雀三島線道路改良事業と

いうようなことで、味舌小学校の前から薫

英前の交差点のところまでは今歩道があ

るわけですね。味舌農協のところから星翔

高校に向かう側に向けて、今正雀保育所の

前ですけれども、そこのところは歩道が切

れてるわけですね。橋のところが一定ちょ

っと狭くなって、星翔高校に向けては歩道

は反対側にあってというふうな、あそこら

あたりの交通の部分が随分前からという

か、よく地域の方からどうにかならないか

なというふうな声も聞くことが多いんで

す。 

 今回味舌小学校から、薫英の前からそこ

のところはガス管の取り替えが先日行わ

れて車道の路面はきれいになってるんだ

けれども横の側溝のところはがたがたで

みたいなことがあって、一定そこのところ

は修繕がこの間も手をつけられたのかな

というふうな認識があるんですが、今回歩

道の改良ということで４００万円で上が

ってるんですけれども、これもある意味ど

の程度そこのところをやれるのかなとい

うふうなことが気になります。そういった

点をわかれば教えていただきたいと思い

ます。 

 あと東別府５丁目の鳥飼水路から上が

ってきた歩道、それからメモリアルホール

前の歩道のところ、今現状でいうと歩道が

メモリアルホール前は南側に、鳥飼水路側

の歩道が北側にで横断歩道でつながって

るかというふうに思うんですけれども、ど

ういった形で改良というか整備がされる

のか。さっきの説明で、ちょっとわかりに

くくかったのでもう一度お聞かせいただ

けたらと思います。 

 次に排水路のポンプ場管理事業なんで

すけれども、これまでの集中管理室の委託
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は行っててというふうなことです。これか

らはほかのところも含めて委託の中身が

広がるというように受けとったらよいの

ですかね。具体的なイメージがもう一つ湧

きにくいんですけれども、例えばこの前の

集中管理室でいうとどういった委託がさ

れてきたのか、これからの部分でどこのと

ころが増えていくのか。去年の予算書とこ

としの予算書、概要の中の説明のところで

排水ポンプ場の維持管理の箇所数が昨年

は２２箇所と書いてあったのがことしの

分には１８箇所というようなことでここ

が変わってるんですけれども、そこについ

ても確認で聞かせてもらいたいと思いま

す。 

 ここの同じ流れのところで、味舌ポンプ

場水路系の維持管理が以前から委託で今

回も委託で、ここのところだけほかとは分

けて上がってるんですけれども、そこのと

ころも含めて、今そのポンプ場施設の維持

管理がどういう流れでやられているのか

ということをできれば詳しく聞かせてい

ただいたらなと思います。 

 あと水防事務事業のところは結構です。 

 あと水防事業にかかわって、市民の皆さ

んからしてみたら大雨のときには土のう

を調達してみたいなことって、割とやっぱ

り水に浸かる地域の方たちはこれまでも

発注してやられてきてると思うんです。こ

れやっぱり今後のことでいうと、市役所の

中に下水道事業課は引き続きあるんだけ

れどもここの業務は水みどり課に変わり

ましたというふうなそういったところと

かってやっぱり丁寧に伝えておく必要が

あるなというふうなことも思ってですね、

ここのところは聞いておこうと思ったの

と、実際の動きのところでその水みどり

課、これまでの公園の業務のところで特に

そこの人が動くわけではないということ

なんですかね。 

 代表質問の中でも、うちの会派のほうか

ら水防にかかわって今回の機構改革で何

かしら不安はないかという問いの中、答え

にはそういうことがないように体制をと

っていきますというふうなことだったん

ですけれども、とりわけ土木下水道部とい

うふうなことがなくなって、分かれて下水

道事業課、下水道業務課、ここのところの

役割は例えば水防にかかわっては特には、

そのときの動きということで言うと、どう

なるのかということが見えてこないんで

すけれどもお聞かせいただけたらと思い

ます。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 寺田課長。 

○寺田建築課長 弘委員の２回目のご質

問にお答えをいたします。 

 まず特定空家がどのような基準で判断

されていくのかということの具体的な内

容ということのお問いでございますので

お答え申します。 

 まず空家等ということでこの法律、それ

から国のガイドラインの中では１年以上

使用されていない状態の空家のことをま

ずこの法律の中では空家等という定義が

なされております。 

 次に特定空家等という位置づけでござ

いますが、建物の物理的な状態、それから

生活環境への影響の度合い、そういうよう

な面からの判断基準というものが一定示

されておるんですが、これは人間が調査に

行って調べないとなかなかこの判断基準

にもやはりぶれが生じるおそれもござい

ます。具体的に瓦が落ちてきたりだとか外

壁がはがれてお隣さんのほうへ倒れかか

ってるだとか、前の道路に塀が倒れかかっ
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てる、建物自体が非常に危ない状態で前を

通行されている通行人の方、車両等に危害

を及ぼすだとかいうようなそういうよう

な判断基準はそれぞれの個々のケースを

具体的に見ていかないとなかなかわから

ないところがございますので、そういった

ところの観点をもって国・府の考え方も受

けまして一定そのあたりを実地調査もし

ながら調査研究に当たりたいなというふ

うに考えております。 

 それと庁内の横断連携体制、これを進め

ていく中で建築課で処理ができるのかと

いうようなお問いもいただいておるとこ

ろでございますが、今現在市内のほうで都

市計画法２９条の開発工事であったりだ

とか、摂津市の開発協議基準に基づくミニ

開発というようなものでございますが、そ

ういったものに関しましては、事前協議で

あったりだとか３２条同意というような

それぞれ公共施設の主体者が、１８の課が

寄った形で開発審査会というものも建築

課が軸になって事務局でさせていただい

ているところでございます。 

 こういった体制を堅持しながら、より広

くの範囲に、当然ながら個人の財産の建物

を相手にするような形になりますので、や

はり行政がかかわれる限界点というのも

現実この特措法の中では見えてる状況で

もございます。そういったところの庁内の

意識の共有、それから法律の運用であった

りだとか、これは民事上の話であったりだ

とか権利関係、さまざまなところの所管に

かかわる部分でもございますので、そうい

ったところを今後、調査研究を図ってまい

りたいというふうに考えております。以上

でございます。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、弘委

員さんの２回目の質問にお答えさせてい

ただきます。 

 駅前広場の施設管理についてなんです

けれども、私どももタイルについては非常

に苦慮してるところでございます。道路の

パトロールで日々徒歩でもって歩いて小

規模なものはその場で仮補修をしたり、一

部タイルを交換したり、広範囲になりまし

たら部分的に補修をしたりということを

続けておるんですけれども、抜本的な水回

りということになりますとコーティング

など、止水ということもありますんでその

際にはまた調査等をお願いするやもしれ

ませんので、その際はよろしくお願いした

いと思います。 

 またエスカレーター、水漏れというよう

なお話でしたけれども、私どもが２６年か

ら管理するようになってからのことでは

ないのかなと。以前水漏れがあったという

ような話を聞いてますけども、定かでない

のでお答えはできませんけれども、私ども

が管理してから部分的に電気系統が、経年

も２０年たってましたのでその分の修繕

をしたという経過はございます。以上でご

ざいます。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 弘委員の２回目

のご質問にお答えさせていただきます。 

 まず、委託の件についてのご質問につい

てお答えさせていただきます。 

 以前からなんですけども集中管理室の

維持管理業務委託料というものがありま

したけれども、これは鳥飼本町にございま

す集中管理室なんですけども、そこで市内

のゲートの開閉作業などを一括して管理

ができるところがございます。ここに委託

業者を張りつかせてまして、３月から１０

月までは終日１人が対応する、少なくとも
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１名が対応する。それから１１月から２月

までの渇水期に関しましては昼間だけは

週に５日対応、夜間はずっといるというよ

うな形での委託業務を発注しております。

これが３年の期間で発注しております。こ

れにつきまして、先ほどもお話をさせてい

ただいたとおり４月の末で今回の３年の

契約は切れるという形になっておりまし

て、通常でありましたらこのまま３年やる

というのも一つの考え方ではあったんで

すけれども、私どもそれ以外につきまして

下水道管理費でポンプ場の設備保守点検

委託料、それから排水路費でポンプ場設備

管理委託料、それからあと集中管理室取水

ゲート施設保守点検委託料とこの３つが、

別の委託料が今まで毎年毎年発注してる

ものがございます。 

 私どもずっとこの業務をやっておりま

して、やはりその３つ４つ同じではないん

ですけれども委託をその水路関係の施設

に関しての委託をばらばらに発注するよ

りは１つに発注しまして、発注者側も水路

の施設について一体的に、一元的に管理す

るほうがわかりやすいのではないかとい

うようなこともありますので、今回１つに

まとめて発注をさせていただくと。 

 工期につきまして、３年でするのもよか

ったんですけれども２年半にさせていた

だきました。これにつきましては今後の委

託の形態の見直しを次回、２年半後には考

えていきたいと思っております。そのため

にはどうしても年度の中ごろで発注をす

るというような形のほうが今後もやりや

すいということもありますので、これは２

年半という形の発注の形態でやっていこ

うと考えております。 

 これにつきましての債務負担について

は計上させていただいてるという形にな

ってます。 

 それからポンプ施設について箇所数が

４箇所減っているというお問いに対して

の答えなんですけども、先ほどご説明させ

ていただいたとおり、今まで特会と一般会

計、要は公共下水道関連のポンプ施設と一

般の会計に相当するポンプ施設と合わせ

て２５箇所それを発注してたという形に

なるんですけれども、今度機構改革になり

ますので下水の分につきましては離した

という形になっております。その下水に関

する、公共下水道施設についてのポンプが

４つありますのでその分の４つを除いた

形で今回は１８箇所という表記をさせて

いただいたということになっております。 

 それから水防に関してのお問いについ

てお答えさせていただきますけれども、今

まで下水道事業課としましては公共下水

道管及び水路の管理を両方していたとう

経緯がございます。下水と水路が分かれる

という形になるんですけれども、やはり今

度水みどり課、それから下水に関しては下

水道事業課が受け持つ形にはなるんです

けれども、やはり浸水防除に関してはやっ

ぱり同じ方向へ向いてるという形になっ

てます。 

 ただ主管としましては、水路のほうの主

管のほうに持っていく形にはなっていま

すけれども、下水道事業課のほうもやはり

同じような形で協力してやっていくとい

うような方向性で考えていきたいと思っ

ておりますので、機構改革に伴いまして不

都合があるとか不手際があるとかそうい

うような形はないような形で進めていき

たいと思っております。以上です。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

２回目の質問にお答えさせていただきま
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す。 

 まず、正雀三島線についてでございま

す。薫英から星翔高校までのルートの中

で、まず薫英側につきましてはＪＡ側です

ね、こちらが歩道があって対側、薫英側に

は歩道がありません。それと天神橋を渡っ

た先は逆に北側のほうが歩道があって、言

ってみれば歩道の連続性ですね。それと現

況の歩道も狭いというふうな状況の道路

であります。 

 ただ道路自身、都市計画道路の位置づけ

等もございませんので全体の道路整備と

いうのは困難な状況でありますが、現在の

旧味舌小学校の跡地につきましては市の

管理地であります。その中でできる限り歩

行者の安全対策を考えた歩道幅員、歩道の

整備というのを考えております。 

 それから東別府５丁目の道路の整備事

業についてでございますが、摂津市の施設

でありますメモリアルホール、この前には

東別府１号線。メモリアルホールの裏手に

砂利舗装の駐車場があります。ここに向け

ての通路確保ということで、メモリアルホ

ールの西側に今現在も市の用地が確保さ

れております。今バリケードで仕切られて

るところなんですが、そこについて通路確

保ということで告別式とか葬儀とかの際

の駐車場、周辺道路が狭いですのでこの道

路を整備して駐車場へのスムーズな進入

を確保するという意味での整備内容とな

っております。以上でございます。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 もう一つ、味舌ポ

ンプ場水路系維持管理業務委託について

の内容についてのお問いについてお答え

させていただきます。 

 これにつきましては、味舌ポンプ場とい

いますのは大阪府の北部流域下水道が管

理していただいてる施設になっておりま

す。この中身なんですけども、私どものほ

うの管理するポンプが３基ございます。こ

れの運転などにつきましても全てその大

阪府のほうでやっていただいてる形にな

っておりますので、この分に関する委託の

費用というのがこの味舌ポンプ場水路系

維持管理業務委託料になっております。以

上です。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ３回目になるのでもうまと

めておきたいと思うんですけれども、特定

空家対策にかかわっては空家数も先ほど

中川委員の質問の中でおおよそ５，８００

ほど空家があって、その中から特定空家と

言われる部分というのは今のところいろ

いろと市民の方から声が上がってくる、苦

情が上がってくる部分のところが特定空

家みたいな、把握してる部分でいうたらそ

うなのかなみたいな感じでイメージする

んですけれども、市民の方からは直接声は

上がってこないけれども、実際にはそうい

う空家が市内にはほかにもあるというふ

うなことだったりすると思うんです。そん

なことでいうと、いろいろとこの事業を実

施していく上でまだまだ課題もあって、今

回始まったばかりというふうなところの

中で調査研究、とりあえずは予算的には１

０万円というようなことでついてるのか

なというようなことで理解しますけれど

も、今後の取り組みはどう進んでいくの

か、また今後決算やまた来年予算で教えて

いただけたらなというふうに思います。要

望としておきます。 

 ２番目のＪＲ千里丘駅前の今の状況な

んですけれども、新規で何かしら新しく起

こるのかな、どうなのかなというふうなこ

とを最初の質問のときには思ったりはし
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てましたけれども、実際のところは修繕で

今の原状を回復していくところでの予算

づけというふうなことでお聞きしました。

エスカレーターまたは橋上通路あります

けれども、またさっき言いました広場その

もの、そこのとこの路面なんかも含めてま

た今後改善、ＪＲから市内に入ってくる市

の玄関口でありますから、また鋭意取り組

んでいただきたいというふうに申し上げ

ておきます。 

 ３番目、道路交通のほうでお聞きしまし

た正雀三島線のところ、私も最初のところ

でわかってなかったのかもしれませんけ

ども、旧味舌小の地内のところについて、

今回この設計の予算ということでいった

ら、正雀保育所の建て替え云々そういうよ

うなことの中からこれが発生したのかな

というふうにも今感じたんですが、実際の

ところその年度内に正雀保育所どうなる

かわかんないというようなことだったら

なかなか手がつけられないことなのかな

というふうにも思うんですけれども、確認

の意味でそこらあたりを教えてください。 

 あと東別府５丁目のとこの、直接今の安

威川番田川沿いのあの道路というよりか

そのメモリアルホールから駐車場に入っ

ていく道を新たにというふうなことで、今

の答弁の中でわかりました。その点につい

ては結構です。 

 続いて排水路ポンプ場なんですけれど

も、実際のところ今職員が実際そのポンプ

場施設の管理にかかわってどういう仕事

をされてるのか、委託で外に出してる部分

がどの範囲なのか。今回のこの流れの中で

そこのところが変わるのかどうかという

ふうなことで再確認させてもらいたいと

思うのが１点と、それから公共下水道にか

かわるポンプ４つとさっきおっしゃられ

ましたけれども、本来だったら公共下水道

特別会計のほうでそれはしておかないか

ん部分をこれまでここのところで一緒に

委託に出してたというふうなことだった

ら、いわゆるお金の出どころとプラマイ、

どういう感じで特別会計との兼ね合いを

とっておられたのか、そこのところもお聞

かせただけたらと思います。 

 あと水防にかかわってですけれども、今

回の機構改革の中で何かしらやっぱり不

具合なことが出てこないようにというよ

うなことは思うわけであります。ただ、そ

うは言ってもこれまでとはまた違う体制

で取り組んでいくというようなことには

なっていくんだろうというふうに思うわ

けで、そもそも今回のここらあたりの機構

改革はどうだったのかなというようなこ

となんかを、１２月の議会の際には総務常

任委員会の中で議論もされてたというふ

うに。きょうの委員会の前にそこの機構改

革の議論がどんなふうにされてたのかな

というようなことを録音聞いてたんです

けれども、返ってきてる答弁が納得できな

いなというふうなことを感じながらきょ

うある意味臨んでます。そういった意味で

はここで言っても仕方ないことなんだと

いうふうには思ってますけれども、そのこ

とだけ一言言っておきたいと思います。以

上です。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 維持管理業務委

託についてのご質問にお答えさせていた

だきます。 

 まず、集中管理室の維持管理の業務委託

の内容につきましてなんですけども、大雨

が降ったときには水路の水を全部公共下

水道管のほうに流すためのゲートの開閉

をしております。ふだんは水路に水が流れ
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てる分なんです、農業用水として水を流し

てるんですけども。これは雨降ったときに

は農業用水では排除できない可能性がご

ざいますので、これは公共下水道管につな

がってるとこについてはゲートがござい

まして、そのゲートを開放させることによ

って農業用水の水を公共下水道管のほう

に落とし込むという役目を持たせており

ます。この開閉の作業につきまして、雨の

降り方、程度にもよるんですけれども雨の

降り方が激しくなると予想されたときに

はそのゲートの開閉のほうをその業務の

中でやっていただいております。 

 またそのときに、そのゲートの開閉の状

況の調査、確認とかあるいはごみがたまっ

てましたらそのごみの排除とかその辺を

各ゲートのほうまで行っていただいて回

っていただいてるということもやってい

ただいております。 

 それから晴天につきましては、やはり取

水口付近の維持管理、簡単なことですけど

も維持管理や動作の確認などについても

やっていただいてるというのがこの委託

の業務の内容になっております。 

 それから下水道施設についてのポンプ

の４箇所の件なんですけども、これが一般

のほうではなかろうかというようなご質

問だったと思うんですけども、ポンプ場の

設備点検保守委託の中には特別会計の分

と一般会計の分がございまして、これにつ

いては両方合わせて２５箇所という形に

なってるんですけれども、今回それについ

てはもともと特別会計のほうのポンプ場

設備保守点検委託料の中でそれをやって

おりましたもんですので、その辺の分につ

いては問題はなかろうかと思ってます。今

度もまた特別会計のほうのポンプ場設備

点検のほうで、またその分については続け

て計上していってるところでございます。

以上です。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、弘委員の

３回目の質問にお答えさせていただきま

す。 

 旧味舌小学校、正雀保育園について民間

業者が辞退したことによる影響というご

内容かと思いますが、来年度予定している

業務といたしましては道路線形縦断横断

あるいは構造物等の図面、詳細設計をして

いく上でのコンサル発注委託業務となっ

ておりまして、保育所等の影響にかかわら

ず現況の測量関係とか入っていけるのは

可能なので予定どおり実施はしていきた

いとは思うんですが、ただ保育園のレイア

ウトとかその辺が変わってくる関係で道

路にも影響が出てくるのは確実でござい

ます。 

 今後は担当するこども教育課あるいは

跡地に関しての政策推進課とも協議を進

めながら、この年度で時期的に発注時期を

遅らすだとか委託期間を延ばすだとか対

応をとれるような形で実施していきたい

なと思っております。 

 特に状況が変わることがなければ予算

執行のほうはしていきたいなと考えてお

ります。以上です。 

○野原修委員長 弘委員。 

○弘豊委員 最後にしておきますけれど

も、下水のポンプの関係ね。この委託の中

身がこれまでと、職員の業務と委託の業務

の割合みたいなそういうのが変わるか変

わらないかみたいなことの確認だけ、最後

聞かせておいてください。 

 正雀三島線の道路の関係なんですけれ

ども、今のご答弁はそうなんだろうなとい

うふうに思いながら聞かせてもらいまし
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たけれども、それでいうとやっぱりあそこ

の道の薫英の前なんかも含めてですけれ

ども随分以前からやっぱり歩道を改良し

てほしいみたいな要望というものはある

わけで、その薫英から星翔高校までの間の

最初に言いましたそういったところも含

めて、今回ここのところにはそういう道路

の改良というのは入ってないなというよ

うなことはある意味残念で、今後取り組ん

でいただくような計画を立ててもらえる

ように要望としておきたいと思います。以

上です。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 弘委員のご質問

にお答えさせていただきます。 

 ポンプにかかわるうちの職員のほうな

んですけれども、ふだんの管理やらあと、

晴天時なんですけれども晴天時につきま

してはこういう委託業務にかかわる作業

に１．５人分ぐらいはかかってはいるんで

すけれども、私どもとしましてはこれの３

つの委託の分についても今までも４つで

すけれども同じものを発注しておりまし

て、これを改めて１つに発注するというこ

とは、集中管理室は集中管理室の委託業務

をしております。それからポンプの維持保

守、維持保守、維持保守で別の業者のほう

に委託を発注してそれでその結果をうち

の職員が聞いているというような形で２

５箇所を今までやってたというのが今ま

でのやり方だったんですけれども、今度そ

れを１つの業者で集約して発注すること

によって、私ども職員についてはやはりい

ろいろ業者さんから聞くものを１つの業

者さんから物を聞くということになると

市内の施設のいいとことか状態がだんだ

ん悪くなってるとかそういうのを職員が

判断しやすいということもありますので、

１つにまとめて発注するほうが発注者側

の職員としても負担が軽減されるものが

あるというのがございます。例えばですけ

ども、３つ別々に発注してしまいますと発

注時期によりまして、ここのポンプ場とこ

このポンプ場の発注が違ってたら、だんだ

んわかりにくいとか、結果がわかりにくい

というときもあるんですけども、改めて市

内の施設ポンプ全部１つで発注してしま

いますと結果も全部同じような状態でわ

かりますので、把握はしやすいということ

で負担が大分減るんではなかろうかとい

うことも考えてまとめて発注したいとい

うとこはございます。 

 職員的に、発注をしましても今までと去

年、ことしと来年ですけども負担について

は変わらない形にはなっております。作業

内容としては変わらない形にはなってお

ります。 

○弘豊委員 要は何が言いたかったのか

といいましたら、これまで下水道事業課で

取り組んでたところが水みどり課に行く

わけですよね。そんな中で、これまでは職

員が担ってたけれども来年からはその委

託のほうに移すんだという業務なのかど

うかということで言うと、そうじゃないよ

ということなわけですよね。これまで下水

道事業課で担ってた職員の仕事の内容的

にもそれはそのまんま水みどり課のほう

にスライドするんだということで受けと

めておいていいわけですね、この事業にか

かわっては。 

○野原修委員長 ほかに。 

 木村委員。 

○木村勝彦委員 二、三伺いたいと思いま

す。 

 緑化の問題ですけれども、緑の基本計画

にのっとって緑化の問題に取り組んでも
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らっておるんですけれども、とりわけ苗圃

の問題に特化して質問したいと思います。 

 苗圃の事業として、苗圃でやってた事業

を今後は地域にある別府の小さなミニ公

園ですか、それとあそこの火葬場の横の水

路の横にある公園とかそういうところへ

分化していく、苗圃で全てやるんではなし

にボランティアの力も利用しながらそう

いうところにも、苗圃にかわる施設をつく

っていこうという計画があるように聞い

ております。苗圃そのものが非常勤で来て

もらっておる方がずっと担当してもらっ

ておるんですけども、正職員が１名です

か、その大阪市か大阪府から来られてる方

の技術はみんなに継承されてるかどうか

ということに若干私は疑問を持ちまして、

今のままでそういう各地区の公園に苗圃

を分化していくということについては、技

術の継承ができてなかったら混乱が起こ

るんではないかなということを危惧して

おります。 

 そういう点では技術者というのが、今２

名ですけれども、その１人、仮にやめられ

たとしたら新しく来られた方のまだ年数

が非常に新しい、そういうことでは技術の

継承が十分できてないんではないかなと

いう中で誕生植樹祭とかいろんな事業に

対する苗圃の事業が消化されていくかど

うかということについて大変危惧をして

おります。そういう点では、人事面につい

て担当部としてどのような認識を持って

おられるか一遍お聞かせ願いたいと思い

ます。 

 もう一つは水路の占用の問題にかかわ

って、これは若干関連質問的になるんです

けれども一津屋のボーリング場があった

ところに関電のビルが建つという計画に

なっております。 

 そこで水路の占用許可をとったという

ことで業者が間違って水路の、ボーリング

場側ではなしに向かい側の個人の水路の

擁壁に穴をあけてしまって、それを利用し

て事業を進められたということがあって

地権者が大変立腹をされて我々にも言っ

て来られたんですけれども、それは大手の

大林組が仕事を請け負ってやったんです

けれども、当然下請にやらせて結局下請が

そういう対面の水路の擁壁が個人のもの

であるということを知らずにそういうこ

とをやってしまったんですね。だから、占

用許可を与えるときにちゃんと図面も示

して水路はここまでやということをきっ

ちり説明した上で許可を出していかない

と、水路というのは当然両側に擁壁ありま

すから、両方とも同じ地権者のものであっ

たらいいけれども、違う地権者の擁壁に穴

をあけてしまうということは、よその壁に

勝手に穴をあけることになってきますん

で、地権者としては相当立腹をされて言っ

て来られたんです。業者に水路の占用許可

を与えるときにきっちりと図面も示して

きっちりと説明をして許可を与えないと

こんなことになってしまうと思うんです

けれども、その辺の経過について一遍お聞

かせ願いたいと思います。 

 それと水路の維持管理の問題、昨年２回

安威川が危険水域に達して警報も出たん

ですけれども、それに平行して神安の水路

が安威川のそばを走っており、その水路の

ちょうど正雀一津屋線の道路を地下で渡

ってる部分があって、その三島壮住宅側に

遊休地があるんですけれども、そこがいっ

ぱいになってしまって摂津市の道路の側

溝に逆流して非常に危険な状態になった

んです。非常に周辺の住民も不安を持たれ

て、我々も相談に乗ったんですけれども、
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ああいう災害が起こるときにはさっきも

話がありましたように扉をあけるとかい

ろんな管理の方法があるみたいです。やっ

ぱり安威川と同時に神安水路の危険性に

ついても十分認識をすべきだと思うんで

すけれども、地元の方が騒がれて初めて行

政の側が気がついたということがありま

した。私もその現場におりましたけれど

も。そういう点ではやっぱりそういうこと

についても神安だから、あるいは大阪府だ

からということではなしに現実に摂津市

の市道の側溝に逆流をしてきてるんです

から、その辺の危険性について十分認識を

持って対処してもらいたいと思うんです

けども、その辺の考え方について一遍お聞

かせ願いたいと思います。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 木村委員さんの

緑化に関係するご質問についてご答弁申

し上げます。 

 昨年の３月の代表質問の折にもいわゆ

る人材の育成と技術の継承といったとこ

ろでご質問されておったと思います。それ

から３月のこの当初予算委員会でもご発

言されておったと思います。 

 委員の発議というのは我々も同感して

おりまして、この嘱託員さん、今１名でご

対応いただいてるということなんですけ

れども、来年度の予算の中では２名体制に

してまいりたいと。その理由の一つとして

は、先ほど中川委員にご説明させてもらっ

たとおりでございまして、やはり鶴野苗圃

について、これまでどおりの鶴野苗圃の機

能を残しながら各地域へ展開できないか

というのが今後の緑の基本計画で考えて

いる施策でございます。 

 ですから、我々職員がそこへ走ってもな

かなか緑化技術的なものというのはご説

明できないのかなと、今来ていただいてる

専門的な知識をお持ちになってる嘱託員

さん並びに、既に実は来ていただいている

んですが、人事課の予算なんで言いにくい

形になってるんですが、来年度から公園み

どり課予算で見させてもらいますもう１

名の方については、実はこの嘱託員のご後

輩でございまして非常にこの緑化の知識

については高い方です。既に地域とも取り

組んでいただいてるような状況でござい

ますので、そういった形で２名の方で鶴野

苗圃を守りながら外へ向けて展開してま

いりたいと思いますんで、技術に関して申

し上げればちゃんと来年度、今来ていただ

いてる嘱託員さんのご後輩もおられます

し、またそういう形で専門の知識を持って

いらっしゃる方が今後も来られるなら、ル

ートづくりも我々は考えておりますので、

現状のところで申し上げますと技術の継

承は図れるものと考えております。以上で

す。 

○野原修委員長 樫本課長。 

○樫本下水道事業課長 木村委員のご質

問にお答えさせていただきます。まず最初

に水路占用の件につきましての経過につ

いてご説明させていただきます。 

 旧ボーリング場があったところに、かん

でんエンジニアリングの建物ができると

いうことで、ちょうどそこの隣接する南側

の水路の北側につきましてはかんでんエ

ンジニアリングの土地になっております。

反対側水路の南側の擁壁については別の

地権者さんがお持ちになってる水路にな

っております。 

 私どもなんですけども、水路占用につき

ましては大林組のほうから防音シート、工

事の際に防音シートを水路のすぐ近くの
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ところに立てまして工事の音が漏れない

よう、できるだけ音を小さくするような措

置をするために、占用を申請されました。 

 これにつきまして、水路占用するときに

施工要領図が出されておりました。このと

きに関しましては、かんでんエンジニアリ

ングのほうの壁面に穴をあけてそこで防

音シートを支えるというような施工計画

書になっておりました。 

 私どもは、当然これはかんでんエンジニ

アリング側のほうで防音シートを立てる

ための仮設図をつけるということですの

で、いろいろ協議した中でこれで占用を出

しますという形で出させてもらったのが

占用許可証を出すまでの経過となってお

ります。 

 実際問題その防音シートをやった際に

これは無断で、占用の許可条件にのっとら

ずに対面の別の地権者さんのほうへ穴を

あけたという状態になっておりまして、や

はりそれは占用の許可条件どおりではな

いということになりますので、これはきつ

く大林のほうに注意をしたというところ

が経過となっております。 

 あとにつきましてはいろいろ協議を重

ねる中で地権者さんに何とかご理解をい

ただく中でいろいろ大林組さんと地権者

さんのほうの間で協議がなされて、当然そ

のとき委員のほうも助けていただいたと

いう経過があります。これは大変ご迷惑を

かけたかなと思っているところでござい

ます。 

 それから神安水路の件につきましてで

すけれども、大変あのとき大雨が降った際

に、私どもも全く予想してないとこから水

が出てきてるということで驚いた次第で

ございます。 

 また地元の方々には大変ご迷惑、ご心配

をかけたことをおわびさせていただきた

いと思います。 

 これにつきましては神安のほうに、事故

につきましてこの原因についても説明を

求めた次第であります。やはり神安のほう

の管理水路でございますので、これはやは

り神安の水路をきちっと見ていただかな

困りますので、今後もやはり大雨が降った

ときには必ずパトロールが来て見ていた

だきたい、必ずその辺の安全性を管理して

いただきたいということはその際も言っ

ております。今後につきましても、絶えず

神安のほうにこの旨は、大雨が降った際に

は確認をさせていただきたいなと、このよ

うな状況で進めていきたいと思っていま

す。以上です。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 順番逆になりますけど、

神安水路の問題から先にやらせてもらい

ますけど、私は野々３丁目の水路で子供が

亡くなったときにやっぱり擁壁をもう少

しきっちりやってもらいたいという要望

もしたんですけれども、その後何の対応も

してくれないという神安の対応が鈍いと

ころが私は感じられます。そういう点では

今度のこの問題についても、市のほうから

神安に申し入れをしてもらって、果たして

ちゃんとした対応をしてくれるのかなと

いう疑問を持っております。そういう点で

は今度は私の地域の問題ですから、神安も

きっちりと対応してもらうように強行に

申し入れをしてもらうようにお願いをし

ておきたいと思います。 

 それと苗圃の問題、これ本来ならば正職

員もおったんですから、異動になってしま

ったから急遽そんなことになってしまっ

たということではなしに、やはりその職員

がおるときにきっちりと技術を継承して
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いくという姿勢を持ってもらって、正職員

も技術を継承して技術を身につけるとい

うことをしてもらわないと、いつまでたっ

てもイタチごっこになってしまいますし、

そういう点では技術の継承というのはき

っちりと責任ある者が継承していくとい

うことにしてもらわないと、正職員が１人

おるんですから、その正職員にきっちりと

技術者のほうから技術を継承してもらう

という道筋をつけてもらうように、担当

部、今後きっちりと努力をしてもらいたい

と思います。その辺について、吉田部長の

ほうから答弁してください。 

 それと水路占用の問題については一応

問題は解決しましたからね、この問題につ

いてはこれ以上申し上げませんけれども、

やっぱり占用許可を与えるときにかんで

んエンジニアリング、大林がそのときには

ちゃんと理解をしておったかもわからへ

んけども実際工事をするのは下請です。下

請にそのことが十分伝わってなかって相

手側の対面の擁壁に穴をあけてしまった

ということですから、この辺は元請、下請

の連絡が十分伝わってなかったというこ

とになると思うんで、その辺のことについ

ても今度占用許可を与えるときはその元

請、下請にかかわらずきっちりと説明をし

て納得させて占用許可を与えるというこ

とにしてもらいたいと思います。以上で

す。 

○野原修委員長 答弁を求めます。 

 吉田部長。 

○吉田都市整備部長 木村委員のご指摘

のとおり、苗圃に関しましては非常に我々

も人材というか、今までやってた職員もＯ

Ｂでもう卒業してしまったということで

人材育成という視点、技術の継承という点

では非常に問題視しております。 

 特に拠点となりますのが、今回緑の基本

計画を策定いたしまして鶴野の苗圃は緑

の拠点だと。そこで人材の育成もし、さら

にはそこで緑の発信をしていくというこ

とを踏まえて、当初来ていただいた嘱託員

さんがお一人おられますけども、さらに次

の代の方にもきていただきたい。先ほど担

当課長から説明がありましたように、その

人の教え子になるような人に入っていた

だいて、非常に技術とか人との接し方もお

上手やということを私も直接見ておりま

すし、そのあたりは今後、地域苗圃という

形で我々もその地域地域に発信していき

たいというのが緑の基本計画でも位置づ

けております。ただし、我々が担当職員に

言ってるのはその人は必ず１人じゃなし

にその人についていけと、ついていってプ

ロパーであります市の職員が常に横で指

導を一緒に受ける、そして技術を言い方悪

いですけども盗み取れというような形で

の職員に指導もしております。ただ、やは

りその技術力の差と申しますか、やはり相

当開きがあるのはご指摘のとおりありま

す。それについてはもう少し時間をいただ

いて、やはり相手は生き物でございますの

で、緑というのは。それをどういう気持ち

で今後自分の技術として継承して、その生

きてる命をどういうふうにうまく発信し

ていくかというのがこれから大きな課題

であろうと。ただし、ご指摘のとおり、人

事面においてはやはり専門的な知識を常

に職員が意識を持っていくというのはこ

れが基本だと。そこに推進委員の方々のご

指導とか技術を教えていただくという形

の一つのスキームができ上がって、今後よ

り一層発信力がつくのかなというのが一

点と、もう一点はやはり地域の方々、市民

の方々が緑に対して十分高い意識を持っ
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ていただきたいということで専門員のそ

の方々が出て、出前講座的な形でやってい

ただくというとこも今後我々全面的に支

援していきたいというふうに考えており

ます。以上でございます。 

○野原修委員長 木村委員。 

○木村勝彦委員 私も近年百姓して、いつ

の時期には何を植えて何を収穫する、それ

をどうするということまで考えなあきま

せんねん。というのは、僕も百姓してみて

よくわかったんやけども、時期というのは

大変大事なんですよ、植えつけの時期、取

り入れの時期は若干遅れてもいいけれど

も植えつけの時期というのは非常に、お百

姓さんは暦を参考にしてずっと年間計画

立てはるわけですわ。それで苗圃の責任と

いうのは非常に重くて、例えば誕生植樹祭

にはこれだけの花が要る、ほかの緑化推進

のときにはこれだけの花が要るというこ

とをいつ、どの時期に何を植えてというこ

とをずっと年間計画を立てて苗をつくっ

ていかないと、苗は急にできませんから

ね。だからそういう点では非常に苗圃の責

任というのは重いと思いますので、その辺

の技術の継承はやっぱりきっちりしてお

かないと、今の苗圃の状態を見てるとそれ

が十分できてるというふうには思えませ

んので、その辺をきっちりできるような体

制をつくってもらうようにこれからもお

願いしておきたいと思います。 

○野原修委員長 次。 

 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 それでは質問させてい

ただきます。 

 まず初めにし尿の運搬とそれから浄化

槽汚泥の問題、ちょうど処理場跡地がもう

ほとんど更地になっていますけども、平成

２５年度の途中から、１０月でそこを閉鎖

をしましてその後はそれぞれ汲み取りし

たし尿とそれから浄化槽汚泥を豊能町と

茨木市にお願いをして持っていってもら

ってるということで、その後の経過につい

てずっと質問してきました。２６年度の決

算のときも質問させていただいて、私はこ

れはもう順調に減らしていくということ

が水洗化率を上げていくということにも

通ずることにもつながりますし、限りなく

ゼロを目指してやっていかないといけな

いという意味から今回も質問させていた

だきたいと思います。 

 まず１番目にし尿収集運搬委託料です。

予算書では１３４ページに載ってます。款

４衛生費、項２清掃費、目３し尿処理費、

し尿収集運搬委託料では、今回２８年度は

４，０７２万７，０００円というふうに計

上されています。２６年度の決算のときは

４，０１５万５，２１６円ということで、

決算はもう少し低くなりました。２７年度

の予算は４，０７３万６，０００円という

ことで、平成２７年度の決算はこれからと

いうことになりますけど、２６年度の決算

に比べても５７万円ほど多く見られてる

ということになっています。通常、順調に

減っていくという意味であればだんだん

減らしていくという予算になると思うん

ですが、この辺どういう考え方に基づくの

かということを１点目お願いします。 

 それから２番目に今度はし尿処理負担

金と浄化槽汚泥負担金です。同じく１３４

ページの同じところに載っていますが、し

尿処理負担金は今回２８年度は３，０００

万円です。これは２７年度も２６年度も全

く同額の３，０００万円です。一番近い２

６年度決算では２，７１８万９，８７４円

ということです。ということで、この負担

金の考え方についても同じく説明をお願
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いしたいと思います。 

 それから浄化槽汚泥負担金については

２８年度４，０８０万円、これも２７年度

と同額ということで、２６年度よりは増額

をされているという、この辺も含めて２８

年度はどういう見方をされているのか考

え方を教えてください。 

 それから３番目に交通安全啓発事業に

関連をしてです。今度は予算概要で、８４

ページ載っています。交通安全啓発事業に

関連をするわけですが、自転車の関連につ

いては先ほど来議論に上がっています摂

津市の交通安全推進協議会でも随分自転

車の問題が取り上げられて、何とかしよう

ということでそれもきっかけになりまし

て自転車の条例を大阪府下で初めて摂津

市がつくりました。平成２４年に制定をし

て摂津市自転車安全利用倫理条例という

条例をつくりました。その後に道路改正法

があったりして、非常に取り締まりを強く

やっているというような現状だと思うん

ですけども、今ちょうど大阪府の自転車の

条例が議会に上げられています。それによ

りますと、自転車に乗る人は保険に入るこ

とを義務化するというのがその項目に上

がっています。自転車利用者は自転車保険

等に加入しなければならない、これは義務

化になります。当然、保護者は未成年者が

自転車を利用させる場合については自転

車の保険に加入をしなければならないと

いうことになります。また、それ以外にも

ヘルメット等について、高齢者のヘルメッ

トの着用については努力規定を設けるな

ど、摂津市の規定よりも一歩踏み込んだ項

目が記載されています。これはまだ通って

いませんけれどもこの辺の摂津市の条例

と、これは多分恐らく通る方向になってま

すのでこの整合性はどういうふうに考え

ておられるのかお願いします。 

 それから４番目ですが、道路維持事業に

ついてでございます。先ほど来議論があり

ましたが、予算概要では８８ページに載っ

ていますが、道路維持事業で予算の今まで

の概略、説明されている中で今摂津市は非

常に道路が傷んでいるということから道

路の、舗装面を改修していかなあかんとい

うことで増額をしましたというようなこ

とで言われていましたけども、具体的にど

れだけの増額をしてどれほどの仕事をさ

れるということになるのか、少し市民にも

わかりやすい説明でお願いしたいと思い

ます。 

 それから５番目、境川沿いの堤防の整備

です。予算概要では９０ページになります

が、自転車歩行車道路整備事業ということ

で３，９０９万６，０００円がつけられて

いますけども、この２８年度でどのような

仕事をされることになるのかまずご説明

をお願いしたいと思います。 

 ６番目、先ほど来議論されています特定

空家対策事務事業についてであります。予

算概要９４ページに載っていますが、この

特定空家対策事務事業について先ほど全

庁的な取り組みをしていきますというよ

うなことでお話がありましたけれども、そ

の中でその実数が、今摂津市の戸数が４万

２，０００世帯で３万６，０００の住宅が

あるので引いて５，８００は空家になって

るということでしたけども、これはどれほ

どの信憑性のある数字になるのかですね。 

 住民世帯というのは、世帯割りしてて１

世帯の中に２世帯とか３世帯住んでる場

合もあるし、その空家の実態というものを

調べるおつもりがあるのかないのかも含

めて、まず実態をどのように把握をしてい

るかということについてご答弁をお願い
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したいと思います。 

 それから７番目、震災対策の推進事業で

す。概要で９４ページに載ってます。こと

しは２７年度で今の現計画が一応終了す

るということになりますから、２年間かけ

てこの新しい後期計画を策定するという

ことでございますが、代表質問でもいろい

ろ議論になりましたけども現計画の評価

が非常に大事だと思うんです。この今の計

画は平成２０年から始まって２７年まで

という計画になってました。間におおむね

５年で見直しをしなさいということにな

ってますね。大体５年刻みとかになるんで

すけど、８年間の計画で一回、間におおむ

ね５年ということで検証したということ

になってますね。 

 当時のこの計画によりますと、その実態

を平成１９年の時点では７０％が耐震性

があり、３０％が耐震が不十分であるとい

うふうなところからスタートするという

ことで、最終目標は９割だということです

ね、２７年度９割だということでした。ち

ょうど策定をされているときにこれほん

まにできるんですかといろいろ聞いたん

ですけど、担当の方も首をかしげながら上

がそうなってますからということで、大阪

府が同じこの計画があって９０％やから

それよりも低くすることはできへんので

すというふうな話がありましたけども、そ

ういうことも踏まえてこの現計画の推進

はどうだったのかなというのがあります。 

 基本方針１、２、３とありまして、基本

方針の１はまず意識の向上ですね、市民の

意識を向上させて耐震に対する意識の向

上をしてもらう。それから２番目にはさま

ざまな阻害要因を解消していこう、施策を

展開していくというのが２番目。３番目に

は年次目標をしっかり守って、２７年度末

には９割を目指すということになってい

ますが、できなかったので当然後期計画へ

つなぐということになるんだろうと思い

ますけど、全部多分まだまだ評価ができて

いるわけではないと思いますけども、でき

たときのことから振り返っていただいて

そういうことを教訓として次期計画はつ

くられていくんだろうと思いますが概略

で結構です。次の計画の、今回のこの反省

をどのように生かしていけるかというこ

とがやっぱり大事かなというように思い

ますので、今話せるところで結構ですので

少し総括的に言っていただきたいと思い

ます。 

 それから８番目ですが道路灯の愛称の

設定ということで、先ほど説明の中で予算

書の１４６ページの道路橋梁総務費の中

の報償費５万円、これは何やというと愛称

の公募したときの選定委員さんの報酬や

ということでやっと出てきました。これ、

第５次行革の中には５０周年を記念して

道路の名前を公募でするんだというふう

に言われてるんですけど、この市長の市政

運営基本方針にもないし、これ消えたんか

なと思って心配してたんですけども今説

明出てきましたから、これどういうことか

少し詳しく説明していただきたいと思い

ます。以上です。 

○野原修委員長 暫時休憩します。 

（午後３時 ３分 休憩） 

（午後３時２６分 再開） 

○野原修委員長 再開します。 

 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは藤浦

委員の１回目の質問にお答えさせていた

だきます。 

 予算概要の８８ページ、道路維持事業が

増えてる内容ということをわかりやすく
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ということでございましたけれども、維持

事業におきましての修繕料４，５００万円

から５，０００万円に増えておりますの

で、単価契約による小規模な舗装の補修が

かなり余裕を持ってできるようになった

というふうに思います。それよりも道路補

修事業におきまして、舗装補修費のほうが

ついてございますので、そちらのほうをい

っていただくほうが、どんだけ増えたよと

いうふうになるかと思います。平成２７年

度８，９００万円が平成２８年度１億５，

５００万円、６，６００万円増えておりま

す。１．７４倍という金額が増えておりま

して、延長にしても２７年度、予定では１．

８キロ程度であったものが３．２キロ程度

にできるのかなという、今想定をいたして

おるところでございます。 

 それと、道路愛称についてでございます

けれども、市政運営の基本方針の中の最後

のほうになるんですけども、市長のほうか

らも市の特色づくりにつきましては、市民

文化ホールや幹線道路の愛称を募集し、地

域への愛着やふるさと意識の醸成に取り

組んでまいりますというふうにうたわれ

ておりまして、主要な幹線道路に愛称を定

めまして、摂津市道への愛着を深めて、利

用者にとってわかりやすく、親しみの持て

る道路づくりに努めるとともに、市民協働

で快適な道路環境づくりを図りたいとい

うことでしております。予算上では道路管

理事業で報償費といたしまして、道路愛称

募集に伴う表彰や記念品代にということ

を考えておるところでございます。以上で

ございます。 

○野原修委員長 永田課長。 

○永田道路交通課長 それでは、藤浦委員

の、まず自転車の保険、大阪府の条例に関

する市の自転車安全利用倫理条例との整

合について申し上げます。 

 まず、大阪府のほうでは、自転車に関す

る自転車安全利用の促進に関する委員会

というのが立ち上がっておりまして、その

中で摂津市のほうも、その委員会に傍聴だ

けという形になるんですが参加して府条

例の情報共有してきております。府として

は、この２月議会に提出して４月１日から

施行開始というスケジュールの予定であ

ります。 

 自転車の保険に関しましては、加入の一

定期間を設けることから、７月１日から施

行すると伺っております。 

 府が行いましたパブリックコメントで

も罰則等についての意見等が寄せられて

おるみたいでございます。ただ、今回の府

条例は罰則規定は設けないというような

ことも伺っております。 

 本市におきましては、保険については努

力義務ということで、府の条例と整合が取

れない状況になります。ただ、府のほうが

上位に当たりますので、府の条例にならっ

た形での市内においても同じ対応になる

かと思います。ただ、条例の整合性に関し

ましては、整合取れないというような状況

になりますので、道路交通課としまして

も、７月１日の府条例施行に合わせまして

６月の議会に向けて条例改正を、まず検討

させていただきたいと思います。 

 それから、河川の境川における自転車歩

行者道路整備事業の件で、その取り組みに

ついてでございますが、今現在、平成２７

年度において道路線形詳細委託を行いま

して、府河川課と協議をさせていただい

て、あらかた線形のほうができておりま

す。ただ、これをもって２８年度の予算３，

９００万円台の予算をもって、２８年度で

整備を行っていきたいと考えております



- 52 - 

 

が、ただ、河川区域ということもありまし

て、河川管理者のほうも鬼怒川の洪水等の

こともありますので、かなり条件が厳しく

なろうかと思います。もちろん渇水時期か

らの施工という条件がつくと思います。と

なりますと、１０月半ば以降からの着手に

なりますので、工期的には年度末までかか

るおそれがあります。 

 内容については、境川右岸側の、今バリ

ケードで閉鎖しているところになるんで

すが、延長で１７５メートルぐらいで、そ

の中で天端を自転車・歩行者道として３メ

ートル、それ以外の法面については、地上

げして天端高に整地して、その残りについ

ては、公共施設の有効利用を図るために検

討している中で、今河川と協議しているよ

うな内容でございます。以上でございま

す。 

○野原修委員長 寺田課長。 

○寺田建築課長 それでは、藤浦委員の建

築課の特定空家対策にかかわる内容、それ

から、耐震計画の更新にかかわる内容につ

きましてご質問頂戴いたしましたので、ご

答弁させていただきたいと思います。 

 まず、特定空家対策に関しましては、先

ほどお示しをいたしました住宅土地統計

調査の数値、これは推計値でございます

が、実態とどのような状況になるのかとい

うようなお問いであったかと思います。こ

れは国の、総務省のほうで５年ごとに住宅

土地の統計ということで、全戸数でござい

ません。国勢調査と同等の調査ではござい

ませんで、かなり何件かに１件というよう

な割合でピックアップして無作為抽出の

中で、そういう統計をされる住宅をピック

アップいたしまして、それらを全国的に整

理する中で出されてきた推計値でござい

ます。ですので、世帯総数並びに住宅の戸

数、これらにつきましても当然ながら推計

の域を出ないと。そこから差し引きで出て

まいります空家の戸数、居住されていない

住宅という形の内容になってまいります

が、この数字自体も国全体で８２０万戸と

いうような形でマスメディアでもかなり

大々的に取り上げられたきらいがござい

ますが、これはあくまで賃貸用であったり

だとか、売却用であったりだとか、その他

別荘で用いられているような住宅等も含

まれておる数字でございます。本市の住宅

土地統計調査の５，８００戸と申し上げて

るんですが、そのうち適正に管理されてい

ない空家として推計されますのは、その他

の空家というような分類になってまいり

ます。そちらのほうは、この統計調査でい

きますと約１，２８０戸というのがおおよ

そ見えてきております。この数字自体もあ

くまで推計値の域を出ません。なおかつ、

そのうちの不良空家と、老朽化が甚だし

く、腐ってきたりだとか、また汚れたり、

壁が損じてるような状況、そういうような

腐朽、汚損の住宅というものも、これ不良

空家という形で出てきておるんですが、こ

れが約４００戸というような形で統計調

査からは読み取れるような状況でござい

ます。ただ、委員もおっしゃったとおり、

これが本当に摂津市の中であるのかとい

うお問いだったと思うんですが、これにつ

いては、我々も何分、何も調査してない状

況の中ではわからないとしか言いようが

ございません。ただ、先ほど先般の代表質

問の中で答弁ございましたが、やはり八〇

何件あるうちの約５０件相当が課題のあ

る空家で問題が未解決になってるという

ことは認識しておるところでございます

が、ただ、この空家の特措法に関しまして

は、国レベルで、先ほども申し上げました
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ガイドラインということで、この特定空家

に承認する基準というものが結構厳しい

ものがございます。ですので、ふだん見か

けて、長期不在されてる空家がすぐこの特

定空家につながるものでは決してござい

ません。先ほど弘委員にも申し上げた物的

状況の判断基準、生活環境の影響度合いと

いうことで、４つの基準が大きな方向では

示されております。ただ、基本的にはそれ

らが具体的に現地に行った人間の目で見

る、要は目視の確認による判断基準という

ことで、これ見るものによって判断が変わ

ってくるおそれもございます。甘めに見よ

うと思えば全て特定空家につながりやす

いというところもございますし、結構その

辺の基準の内容が曖昧でありますことか

ら、このあたりについては、やはり一定建

築の専門家と、それからやはりごみの問

題、それから窓ガラスが割れたり、玄関が

あいてたりとかいたしますと、ペットがそ

のまま居ついてネズミだとか猫だとかの

繁殖先になってるおそれ、実際駆除対処さ

れてる自治振興課からもいろいろお伺い

しておりますと、今現実、保健福祉課だと

か、環境政策課だとかと協力、連携しなが

ら、そのあたりは横断的に対応されてる

と、ごみ類が放火されやすい事案であれば

消防署の方とも連携されたり、防犯上の話

であれば警察だとか、地域の民生委員さん

だとか、かなり多岐にわたるような内容に

もなってまいります。その判断基準を用い

て行政が判断していくという形になりま

すと、本市のやはり横断的、連携的な体制

ももちろんさることながら、専門家の支援

も必要になってまいります。そういったと

ころから、そういう空家の実態把握、今現

実、課題であるというところもあるんです

が、そのあたりの実地を見ながら、真摯に

調査研究を実施いたしながら、行政のやれ

る範囲、できないところがやはりこの民法

上であったりだとか、権利関係、特にこの

相続事案で発生する場合が非常に多いと

いうことでございますので、そうした場合

には、この法律自体も相続放棄、所有者不

明等の事案に関しては、一定法律の限界点

というものも国から示されております。そ

ういったことで個人の財産、所有者がわか

れば宛先にちゃんと善処してくださいと、

適正な管理をお願いしますということで、

善処していただければいいんですが、そう

ではない場合、所有者がなかなか見つから

ない、相続で相続人がもめておる場合、相

続放棄されている場合、もろもろの問題が

ございます。そういった場合には、行政の

組織だけでも解決ができない部分もござ

います。この法律の中で特に本市でも問題

になりますのが、長屋の中、仮に３戸建て、

４戸建ての長屋住宅の場合に、間に１戸で

も空家があった場合に対応できるかとい

った問題がございますが、この法律はその

ような長屋は対象にされておりません。で

すので、法律としては当然不具合という

か、全ての空家に対しては、この法律は万

能ではございません。ですので、そういっ

た法律の限界点ももちろん庁内の職員の

中で情報を共有しながら意識、知識も涵養

しながら、大阪府のほうにおきましても、

大阪府内の市町村の連携で協議会という

ものの中で調査研究も行われていくとい

うこともお聞きいたしておりますので、そ

の中でも本市としまして、先進で取り組ま

れてる市も当然全国的にもございますの

で、そのあたりの調査研究を真摯に行って

まいりたいというふうに考えております。 

 次に耐震改修の計画の更新につきまし

て、現計画で今年度末、耐震化率といたし
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まして、目標耐震化率９０％というところ

で到達ができていないと。計画の中で基本

方針で示されてる部分で中間検証等の話

をいただいてたかと思いますが、この計画

の更新に当たりまして、反省を踏まえてど

のような考えていくのかというお問いで

あったかと思うんですが、耐震改修の計画

の更新に当たりましては、１９年度の時点

での耐震化率、これが７０％と、これもあ

くまで推計値でございますが、その数字で

現計画は進めさせていただいたと。ただ、

２０年度から耐震補助の制度、耐震診断に

関しましては１９年度から制度は構築さ

せていただいてるところでございますが、

耐震改修の補助制度は２０年度に構築を

させていただいて、ようやく計画の策定と

あわせて、そういう形で個人さんの財産の

耐震化に関しまして行政が手を差し伸べ

るような制度が、この計画ができることに

よりまして、国、府、それと地元自治体と

いう中で、この三位一体で取り組むことが

できるようになったのがこの計画策定の

おかげだというふうには認識いたしてお

ります。ただ、いかんせん、代表質問の中

での答弁でも申し上げておりましたよう

に、耐震診断に至るまで耐震診断に気づい

ていただいていないという状況。耐震診断

に気づいていただいて、せっかくやってい

ただいても耐震改修にはなかなか敷居、一

段も二段も敷居が高いような状況。そうい

うところは原課の担当の窓口としても

常々いたく反省しているところでござい

ますが、なかなかこれは個人さんの財産を

地域の安全、安心のために、これは公益性

を図るという観点から助成を実施をして

まいりましたが、なかなかこれは個人さん

の思いのところが十分くみ取れてないと

いうところもございますので、そういった

ところ、２７年度、ようやく現計画の中で

の検証ということで４、５年先にというこ

とだったんですが、ちょっと最終年度には

なったんですが、検証という作業を今現在

取り組ませていただいて精査させていた

だいているところでございます。昨年１２

月に市民アンケートというものも、これ昭

和５６年以前の建物の所有者に向けて、こ

れは無作為抽出になるんですが、実施をさ

せていただいております。そういった対象

をちょっと絞った中で市民アンケートを

実施をさせていただいて、この今の現行計

画の進め方、施策の展開のあり方、そうい

う部分について、ようやく検証する機会を

得られたというところで、今現在精査を図

っているところでございます。 

 ２８年度、来年度におきましては、それ

らの検証も踏まえまして、現計画の、やは

り反省点、いろいろ議会でもご議論いただ

いてる内容、それと先ほど申し上げました

耐震改修、なかなか高価で結びつかないと

いうところの経済的な事情、それと高齢化

の進行に伴いまして、なかなか心理的な側

面も、その耐震改修を阻害している要因で

もございますので、そういったところの部

分でどういうことができるのかというこ

とに関しましては、来年度、有識者を交え

まして懇談会というものも設置をいたし

ながら、この施策の有効性をいろいろ検証

しながら新しい施策に結びつけていける

よう検討してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくご理解のほどお願いいた

します。以上でございます。 

○野原修委員長 野村参事。 

○野村土木下水道部参事 それでは、下水

道業務課にかかわりますご質問にお答え

させていただきます。 

 予算書の１３４ページのし尿処理費に
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かかわるご質問で、まず１点目が、し尿収

集運搬委託料についてでございます。２８

年度の当初予算としまして４，０７２万

７，０００円を計上させていただいている

中身でございます。ご質問にありましたと

おり、２６年度の決算の数字よりも約５８

万ほど多いという中身についてでござい

ますが、委員もご承知のとおり、今現在、

し尿の収集につきましては、一般家庭と事

業所等のし尿を２台のバキューム車で収

集、運搬しているところでございます。委

託料に関しましては、主にこの車の維持費

であったり、人件費部分の基本的な部分

と、定期収集といいまして、一般家庭に係

る部分につきましては、収集の件数に応じ

て出してる部分がございます。それと事業

所、仮設トイレ等の臨時的な収集等がござ

います。一般家庭の収集につきましては、

年々件数は減少してきておるんですけど

も、臨時的に行ってる部分で、事業所と、

特に近年多いのが仮設トイレの収集依頼

が増えてるということで、それを考慮した

中で今年度の予算、２７年度と比べれば若

干減ってるわけなんですけども、仮設トイ

レの部分がやや増加しているかなという

ようなところで予算を計上させてもらっ

てます。 

 次にし尿処理負担金、豊能町で処理して

もらってる部分でございます。この金額の

考え方でございます。処理量につきまして

は、先ほど申しましたとおり、一般家庭の

分は減ってきておりますので、トータルで

も若干減ってるのかと思うんですが、この

負担金の考え方なんですが、豊能町の施設

の維持管理費を豊能町と摂津市の処理量

で按分して負担をしているという形にな

ります。その関係でいいますと、処理量が

減りますと、施設の維持費の単価がアップ

すると、維持費のトータルでほぼ毎年決ま

った額になっておりますので、処理量が減

ると、減った分に係る分が増えてくるとい

う形になりまして、その結果負担金が前年

と同じ額で予算計上させていただいてい

るというものでございます。 

 次に浄化槽汚泥の処理負担金、この分に

つきましては、浄化槽汚泥を茨木市の環境

衛生センターのほうで処理をお願いして

る部分でございます。こちらのほうにつき

ましては、処理単価につきましては、ほぼ

例年一定の額でお願いできております。こ

れに若干ですけども、処理量が年々減って

はおりますが、トータルの額で見ますと、

負担金を大きく減少できるほどの処理量

の減には届いておりませんので、前年並み

の負担金の額で計上させていただいたと

いう中身でございます。よろしくお願いし

ます。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 まず最初のし尿運搬の

委託料ですけども、若干減ってきていると

いうことですが、最近は仮設トイレ、これ

は開発工事なんかに伴う仮設ですかね。工

事現場なんかに設置されてる。確かにこの

開発審査会なんかを見てると結構工事が

増えてきてるというのを実感するところ

なんですけど、そういうのを見込んでいる

ということですね。先ほどの補償料の数字

から割り出すと２７年度の減少は１０件

ということになりますかね。２７年度で１

件減った分を２８年でするというような

ことになるんだろうと思うんですけど、そ

れを上回るような勢いでこの工事現場の

汲み取りが、同じぐらいかわかりませんけ

ど同数見てるということですので、これは

一時的なことでもあると思いますが、しっ

かり数字を追いかけていって、やっぱりカ
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ウントダウンやないですけど、ここを減ら

していくような思いで、これを減らしてい

くという。これは豊能町との約束でありま

すから、しっかり進めていただきたいなと

思うんです。 

 それから、もう一方の浄化槽汚泥のほう

ですけど、まだ余り進んでいないような感

じを受けましたけども、浄化槽汚泥とし尿

合わせて年間で２００リットルを減らそ

うというのが目標やったですよね、確か

ね。だから、何とかこの２００リットル年

間で減らせるように、とにかく地道にやら

んとしゃあないというのはあるかもわか

りませんけど、これはしっかりと進めてい

ただきたいと思います。 

 その中では、例えば以前から提案してい

ますような水洗便所改造助成金を一時的

に、今５，０００円ですよね、ずっと。こ

れを１０倍ぐらいにするとか、２０倍ぐら

いの値段にするとかということで解消を

減らすというようなことも考えられなく

はないと思うんですけどね。それは効果が

あるということでないとあきませんし、ま

た、この耐震改修、これなんかで、建て替

えてもらうということが、この減らすとい

うにもつながることもあります。新築に建

て替えることによってね。とにかく知恵を

絞って減らしていただくということで、こ

れはまた聞きますから、しっかりと抑えと

いてください。もうこのぐらいにしときま

す。 

 それから、３番目の交通安全啓発事業の

関連で、条例の改正ですね。第２回定例会

で改正をされるということでございます

けども、できればもう一歩踏み込んだこと

も盛り込めるのであれば、しっかり独自性

を出して、先ほど出てましたけど、罰則規

定の少し強化をするというようなことも

できたらいいのにと、私は思ってます。な

おかつ、保険が、これも大阪府からやらな

あかんかわかりませんが、保険に入ってる

のか入ってないのかという表示はしない

とわからないですよね。バイクなんかです

と、ミニバイクだったら自賠責保険のシー

ルを貼っとかないと、切れてるというのが

すぐわかるんですけどね、こういうのを府

下やったら府下で統一してそういうもの

を作成をして、保険会社も全部巻き込んで

大阪府下ではこういうシールを発行して

もらって、これを貼るんだということを、

統一できへんのかということで、一遍大阪

のほうへ提案をしてほしいなと思います。

具体的にそのわかりやすいやり方という

のをやっていくことが大事だと思います

ので、これも要望としておきます。 

 それから、４番目の道路の補修事業です

が、道路が非常に、確かに悪いですね。摂

津も結構悪いところが多いです。今までに

何回か質問した中では、摂津市が認定して

いる道路、それから、認定していない道路

もありますね。大阪府位置指定道路という

ものですね。こんなのも悪いとこが結構多

いです。これはなかなか難しいということ

でしたけれども、これは一つの課題とし

て、今後取り組んでいただきたいと、お願

いしておきたいと思います。 

 それから、表面上の話もそうですけれど

も、道路の下がどうなっているかという話

もあります。何年か前に、トラックの前輪

が落ちたというようなことがあって、それ

からいろいろと調査もされていると思う

んですけども、実際にそういう調査する機

械もありますね。超音波でずっと走らせ

て、中に空洞があるかどうかというのを調

べるという。落ちて穴が開いて初めてわか

るというのが空洞なので、そのときにはや
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っぱり、運がよければそんなにけが人も出

ないですけれども、運が悪かったら大きな

被害になってしまうようなこともありま

すので、この地中の中の空洞検査について

は、どういう考え方をされているのか、ご

答弁していただきたいと思います。 

 それから、５番目の境川沿いの堤防の整

備です。実際の工事は道路管理課のほうへ

移って担当になられたということで、これ

はこれまでいろいろ長い経緯がありまし

て、公園みどり課が所管をされていたとき

もありまして、ぜひともこれは市民の方も

交えたワークショップなどを使って、後の

管理体制ができるように、やり方を、それ

こそ、緑の基本計画に載っているような体

制がつくれるようなことを考えてくださ

いねということで、随分言ってきましたけ

れども、アプローチはしていただいたよう

ですけれども、実際はなかなかそこまで行

かなかったようでございます。先ほど、別

府の公園では、そういう教室を開いて、協

働の体制をつくっていくというような話

もありましたし、今回も、ここもできたら

そういう形で、花壇なりいろんなものをつ

くられると思いますから、そういう管理体

制で、協働で後々できるようなことも考え

ていただきたいと思うのですけれども、今

まで何回かアプローチされたと聞いてい

ますから、その辺のアプローチについて、

ご答弁お願いしたいと思います。 

 それから、特定空家については、大体、

今、４００軒くらいの不良空家があるとい

うふうにおっしゃられました。やはり、特

定をしないとあかんというのがまず前提

だと思うのです。この家、この家、この家

ということで、やっぱりそれぞれそこには

人が住んではって、何らかの迷惑を被って

いることがあって、これは窓口が自治振興

課になっていますから、木が伸びていたら

自治振興課へ行ったら、自治振興課が持ち

主を調べて、管理している人に手紙を書い

てくれます。それで、意識がある場合はそ

れで剪定をしてくれるとか、ごみを片づけ

てくれるということになっていますが、反

応してくれない場合は、もうどうにもでき

ないということになりますね、先ほどおっ

しゃられていましたけど。ひどい場合は、

もう相続者がいないとか、放棄されてしま

っている状態で、これはもう手に負えない

というようなことになります。 

 先進市の寝屋川市がそういうことをや

ってはったので、実は、昨年一回おうかが

いしたことがあるんですけど、なかなか最

終そうなっているものについては、行政と

してはそんなに手をつけられることは実

際のところは難しんだという話でした。 

 結局、その手の専門家といいますか、民

間の方になりますけれども、そういう不動

産管理の人とか、そういう人らが入ると、

持ち主を調べて、そういう権利の関係でや

やこしいのを何とか整理して、分譲とかい

う形になりますけど、そういう話に持って

いって解決するというケースもよくある

んだということで、現に、もうそういうの

を仕事として、コンサルタントとしてやっ

ている方なんかにもお会いしたことがあ

ります。私は空家専門でやってますと、こ

んなことをやってる人もいましたけど、先

ほど専門家としっかり協議するという中

には、そういう宅建業界の関連のような人

たちも専門家としてはありじゃないかな

と僕は思うんです。餅は餅屋で、そういう

ふうにして売却をしていく方向に持って

いかれると思うんですけれども、それも一

つの解決だと思う。 

 とにかく、それがなくなって、新しく建
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て替わって持ち主が変わっていけば、これ

も解決の一つだと思うんですけれども、こ

ういう柔軟な対応の仕方については、担当

課としてどういうふうに考えておられる

のかを聞きたいと思います。 

 それから、代表質問でも言われていまし

たけれども、今回、国土交通省から空家に

対しての賃貸住宅として活用するような

子育て世帯や高齢者などが割安な賃料で

入居できるための制度設計について、これ

から検討していくというようなことがあ

りましたけれども、老朽化してもうつぶれ

そうな空家は、もうとてもじゃないですけ

れども、そんなのは無理ですけれども、こ

ういうのも一つの、これからしっかりと注

目をして研究をしていかなければいけな

いということだと思います。 

 ということで、ちょっと今、専門家とい

う観点から、ご答弁をお願いしたいと思い

ます。 

 ７番目に、震災対策事業ですけれども、

ことしフェアをされましたけれども、２７

年度から、例えば、潰してしまうときに耐

震診断をして、これは耐震が必要ですと。

耐震改修も大変だから、もう潰してしまい

ますわと言ったときには、４０万円の補償

金が出ますという制度が創設されている

んです。 

 私はうっかりしていまして、このフェア

に行くまでなかなか知りませんでした。私

だけかもわかりませんけれども、その周知

方法とかは十分だったのかなというのが

非常に思うところもありまして、もっと積

極的な周知ができたのではないかという

ようなこともありますし、建て替えという

のも一つの大きな耐震化のアイテムだと

思うのです。建て替えて新しい建物にすれ

ば、もうこれは耐震が大丈夫なので。ある

意味では大きなチャンスなのかもしれな

いです。マイナス金利になりましたし、来

年４月から消費税が１０％ということで、

言えば、建て替えるなら今だ。しかも、４

０万円の解体費用が出るということで、あ

る意味ではチャンスなのかもわかりませ

ん。そういうことも踏まえて、さらに推進

をしていく、周知をしていくということに

ついて、これからの考え方について、ご答

弁いただきたいと思います。 

 それから、８番目の道路の愛称ですけれ

ども、これはどこの道路ですか。そのこと

について、２回目、お願いします。 

○野原修委員長 答弁を求めます。寺田課

長。 

○寺田建築課長 それでは、２回目の藤浦

委員の質問に対しまして、ご答弁申し上げ

ます。 

 まず、特定空家対策に関しまして、専門

家の支援というところの観点というとこ

ろでの問いであったかと思います。 

 専門家にもいろいろいらっしゃるとい

うことは承知をいたしております。現在、

国のほうにおきましても、今までは、景気

対策で住宅をどんどんつくれというよう

な施策であったかと思うのですが、全国的

にやはり少子高齢化に伴って人口減少と

いう中では、どんどんつくっていきます

と、当然ながらそこにお住まいになられる

方が少なくなってくるということで、おう

ちが余ってくると、これがいわゆる空家と

いうような話にもなってまいります。 

 日本の中ではそういうような形で、現在

ある建物、建ててしまうと２０年後には財

産価値を失って、土地だけだというような

ことの金融機関の貸し付けであったりだ

とか、国自体もそういう考えのもとでやっ

てきておるような状況なのですが、昨今、
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国のほうも、やはり中古住宅の流通促進を

もう少し図っていこうというような動き

になってまいりました。これは欧米諸国で

は当然行われているような形で、資産価値

を適切に検証していくと、インスペクショ

ンというところで、建物の現在価値をきち

んと把握して、中古住宅の流通の、そうい

う市場のほう、マーケティングに任せてい

くような形にはなるのですが、値づけをし

て、きちんと動かしていくと。そういうこ

とによって、住宅の流通がスムーズにいく

であろうというところの国の動きがござ

います。 

 そういう中で、地元の不動産業者さんと

かのお話をお聞きいたしますと、やはりそ

ういう動きは確実に市内の事業者さんの

ほうにも伝わってきている状況もお聞き

いたしております。ですので、そういう内

容が、やはりこの特定空家の対策を進めて

行く上では、委員がおっしゃっているとお

りだと、我々も認識いたしておりますの

で、今後、この調査研究を進めていく中で、

不動産事業者さん、宅建事業者さんであっ

たりだとか、あと、法律であったりだとか、

権利関係の専門家の方もいらっしゃいま

すので、そのあたりと適切にご支援もいた

だきながら、我々行政だけではやはり限界

点もございますので、そういうような取り

組み支援の枠組みみたいな、主軸みたいな

ものをいろいろ検証してまいりたいとい

うふうに考えております。 

 次に、耐震改修計画の中で、補助金で、

除却の４０万円の補助、これは２７年度か

ら補助という形でさせていただいたとこ

ろでございまして、なかなか周知が徹底さ

れていないということで、お叱りも頂戴し

ているところでございますが、これは委員

がおっしゃっているとおりでございます。

耐震化率を高めていくに当たりましては、

今の現状の建物を一棟という形での現況

の壁を補強したりだとか、柱周りを補強し

たりだとかいうようなこともできるので

すが、もう現状、建物、居ずまいのライフ

スタイルが変わってきておりますので、や

はりそこに建物を更地化をいたしまして、

新しく建て替えしていただくということ

も非常に大事なことであろうということ

で、我々も２７年度からの取り組みとし

て、新たに除却費用の４０万円補助という

ものを設けさせていただいたところでご

ざいます。 

 通常、木造の戸建ての２階建ての住宅で

あれば、１５０万円から２００万円程度で

建物の解体は行えるものというふうに推

測いたしますので、それに対しての４０万

円というのは非常に大きな要素であろう

かというふうに考えております。ですの

で、今後は、先ほどおっしゃっていただい

ていた市民フォーラムだけではなしに、あ

らゆる機会、情報の媒介等を通じまして、

ホームページでも当然そうなのですが、広

報、周知を図ってまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくご理解をお

願いいたしたいと思います。 

○野原修委員長 山本次長。 

○山本土木下水道部次長 それでは、藤浦

委員の２回目の質問にお答えさせていた

だきます。 

 路面の空洞調査ということでございま

したけれども、先進的に他市でされている

ことも見受けられます。また、空洞が見つ

かった後で周辺を探査されたというよう

な事例もあると伺っております。また、調

査におきまして、業者さんの制度だとか基

準といったところがまだ確立していない

というか、基準がまだ確定していない中で
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されていますので、そういうふうな状況も

見た中で進めるべきものかなと思ってお

ります。 

 ただ、空洞が起きます原因といたしまし

て、地下埋設物、ライフラインによる原因

がかなり占めておりますので、まずはそう

いう道路を占用されている方に路面の確

認、それによって影響がないかという占用

に対する指導も行ってまいりますし、私ど

ももパトロールをした中での状況もして

おります。また、２５年には路面性状調査

などもしておりまして、その状況を見た中

で、今後の課題として進めてまいりたいと

いうふうに思っております。 

 それと、道路愛称はどの路線だというお

問いでございましたけれども、まだどの路

線にするかという決定にまでは至ってお

らないもので、幹線道路などというような

表現をされていますので、他市の状況を見

ますと、都市計画道路などで、市内の幹線

道路で整備が進んでいるところ、沿道の状

況を勘案して決められていることが多い

というふうに伺っておりますので、今後、

路線を決定していくことになるのかなと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○野原修委員長 竹下課長。 

○竹下公園みどり課長 藤浦委員の２回

目の質問に対してご答弁申し上げます。 

 境川のちょうど右岸側、グランドハイツ

の横の、長きにわたり閉鎖状況がございま

す。ことの発端は、あそこを職員手弁当で

整備できないかというところから入って

いきまして、また、具体的には、グランド

ハイツの自治会の会長さんのほうへお話

に行った経緯もございます。いろいろな中

で、予算もありますし、なかなか手がつけ

られなかったと。また開放するにも柵が基

準値に達していないというのがございま

して、我々としては苦慮している中で、よ

うやく道路交通のほうで整備をやってい

ただけることになりました。それから、昨

年３月の代表質問の３回目でも都市整備

部長のほうから答弁させてもらったよう

に、境川の歩道部分、３メートルほどの部

分外の部分については、駐輪場スペースを

設けられるというふうに聞いております。

その残りの部分については、対岸でまさに

花壇活動をやっていらっしゃる緑化推進

連絡会の方で管理をされており、そういう

方とまた連携を図りながら、駐輪場以外の

スペースについて、花壇へ取り込めないか

なと考えております。 

 それから、別府の活動の件なのですけれ

ども、これは地域の苗圃というのを目指し

ておりまして、ある一定の空間が必要であ

るということでもございますので、何分、

河川への堤防でございますので、なかなか

そういったスペースはないのかな。ですの

で、地域とともに花壇活動をしてまいりた

いと、検討してまいりたいというように考

えております。 

 以上です。 

○野原修委員長 藤浦委員。 

○藤浦雅彦委員 もうこれで最後にさせ

ていただきます。 

 ４番目の、道路の地下の調査も含めて、

今後しっかり検討していただいて、安全・

安心、これは当然表面もそうですけれど

も、地中にあっても安全・安心、これを大

事にしていただいて、地下の空洞などの調

査についても、ぜひとも検討いただきたい

ということでございます。 

 それから、境川の堤防の整備ですが、別

府で苗圃というのはわかっているのです

が、協働というスタイルをつくろうという
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ことでの引用をさせていただいたので、こ

こでもやはり市民との協働というのを媒

体に考えていただきたいなという思いで

おりますので、工事はまだこれからという

ことになりますから、ぜひともそういうこ

とも検討した上で、これは担当課が竹下さ

んのところではないのかもしれませんけ

れども、もう違うとこになるかもしれない

けれども、それは乗りかかった船だし、ず

っと携わってきたことなので、そういうこ

とも踏まえて、しっかりとお願いしたいと

思います。最後まで仕上げていただきたい

という思いで、お願いいたします。 

 それから、空家の対策ですが、大変丁寧

な答弁をしていただいて恐縮いたします

が、とにかく、実効性のある空家の対策を

お願いしたいと思います。これからどんど

ん、そういう意味では増えてくると思いま

すので、しっかりお願いします。 

 そして、７番目の震災対策のつくりかえ

ということで、また時期計画ですけれど

も、１期計画をしっかり検証した上で、本

当に今度は皆がよっしゃというモチベー

ションで取りかかれる、そういう計画にし

ていただきたいと思います。上がどんな計

画になるか知りませんけれども、また上部

計画に基づいてということの縛りが入る

のかもわかりませんけれども、どうか、積

極的な皆さんの思いを集めていただいた

計画にしていただいて、そして、一日も早

い耐震９０％の、今度１００％になるかわ

かりませんが、安全・安心、地震に強い設

置を、構築を目指して頑張っていただきま

すことをお願いいたしまして、質問を終わ

ります。 

○野原修委員長 ほかにないですか。 

 以上で、質疑を終わります。本日の委員

会はこの程度にとどめ、散会します。 

（午後４時１７分 散会） 
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